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定
書
」
と

例
書
」

徳
川
吉
宗
の
立
法
構
想

小

林

宏

は
じ
め
に

一

例
書
」
編
纂
の
前
段
階

二

御
定
書
」
下
巻
の
改
訂
と
「
例
書
」
の
編
纂

吉
宗
の
指
示

三

御
定
書
」
下
巻
の
改
訂
と
「
例
書
」
の
編
纂

吉
宗
の
修
正

四

吉
宗
に
よ
る
「
例
書
」
編
纂
の
構
想

五

吉
宗
に
よ
る
「
例
書
」
編
纂
の
意
義

お
わ
り
に

は

じ

め

に

現
存
す
る
徳
川
幕
府
の
基
本
法
典
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
成
立
事
情
や
成
立
過
程
を
顧
み
る
と
き
、
諸
先
学
に
よ
っ
て
多
く
の

す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
不
可
解
な
部
分
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例

え
ば
、
そ
れ
が
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
四
月
に
制
定
さ
れ
た
後
も
、「
組
入
れ
」「
組
直
し
」
と
称
す
る
増
補
修
正
作
業
が
行
わ
れ
、

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
九
月
に
吉
宗
は
漸
く
そ
の
作
業
の
中
止
を
言
明
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
も
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
至
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る
ま
で
、
追
加
や
修
正
の
条
文
・
条
項
が
「
御
定
書
」
下
巻
の
本
文
中
に
挿
入
さ
れ
続
け
た
の
は
何
故
か
。
ま
た
前
記
追
加
作
業
中
止

の
言
明
の
際
に
、
新
し
く
作
る
こ
と
に
な
っ
た
「
別
帳
」、
即
ち
「
御
定
書
ニ
添
候
例
書
」
は
、
本
文
中
へ
の
追
加
を
中
止
す
る
代
り

に
、
そ
の
追
加
法
を
集
録
し
た
法
規
集
の
よ
う
に
一
般
に
受
け
取
ら
れ
て

１
）

い
る
が
、
こ
の
「
例
書
」
の
内
容
を
み
る
と
、
幕
府
の
主
要

な
判
例
の
要
約
が
そ
の
主
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
文
中
に
追
加
す
べ
き
条
文
・
条
項
を

に
集
録
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る

と
従
来
の
「
御
定
書
」
下
巻
の
追
加
作
業
の
中
止
と
こ
の
度
の
「
例
書
」
の
編
纂
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
ま
た
こ
の

「
例
書
」
に
収
め
ら
れ
た
「
例
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
幕
府
の
主
要
な
判
例
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
が
、
一
方
「
例
書
」
に
は
、
若

干
な
が
ら
条
文
体
の
「
例
」
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
「
例
書
」
の
中
に
判
例
体
と
条
文
体
の
二
つ
の
異
な
っ
た
類
型
を
も

つ
「
例
」
の
存
す
る
の
は
何
故
か
等
々
で
あ
る
。

御
定
書
」
下
巻
の
改
訂
と
「
例
書
」
の
編
纂
を
め
ぐ
っ
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
種
々
の
問
題
が
存
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
問

題
を
解
明
す
る
に
当
っ
て
は
、
何
よ
り
も
先
ず
「
例
書
」
そ
の
も
の
の
成
立
過
程
や
そ
の
法
的
機
能
等
を
具
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
し
か
し
「
例
書
」
の
研
究
は
、
従
来
必
ず
し
も
十
分
に
為
さ
れ
て
来
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
本
格
的
な
研
究
は
、
漸
く
近
時
に
至

り
藪
利
和
氏
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け

２
）

ら
れ
、
つ
い
で
林
紀
昭
、
高
塩
博
両
氏
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
更
に
推
進
さ

３
）

れ
た
。
即
ち
、
林
氏
は

「
例
書
」
関
係
の
諸
史
料
、
及
び
新
し
く
入
手
さ
れ
た
「
例
書
」
の
伝
本
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
通
用
の
「
例
書
」
の
編
纂
過
程

を
検
討
し
、
そ
れ
が
四
次
の
編
纂
を
経
て
成
立
し
た
と
結
論
さ
れ
た
。
高
塩
氏
も
ま
た
「
例
書
」
の
別
個
の
伝
本
を
調
査
す
る
こ
と
に

よ
り
、
林
論
文
の
右
の
結
論
を
裏
付
け
る
と
共
に
、
徳
川
吉
宗
に
よ
る
「
例
書
」
の
編
纂
に
は
、
幕
府
儒
官
の
荻
生
観
が
訓
点
を
施
し

た
『
官
准

刊
行
明
律
』
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
新
説
を
提
示
さ
れ
た
。
右
の
両
氏
の
論
考
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
「
例
書
」
研
究
は
新
し
い
段

階
に
入
っ
た
と
い
え
よ
う
。

今
、
両
氏
の
論
考
を
閲
読
す
る
に
、
そ
の
考
証
厳
密
に
し
て
、
さ
し
て
異
を
唱
え
る
程
の
個
所
を
見
出
せ
な
い
。
た
だ
筆
者
の
関
心
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の
あ
る
と
こ
ろ
は
、
通
用
「
例
書
」
の
成
立
過
程
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
例
書
」
の
い
わ
ゆ
る
第
一
次
編
纂
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
こ
の
「
例
書
」
編
纂
の
事
業
が
将
軍
吉
宗
の
強
力
な
主
導
の
下
に
開
始
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
必
ず
や
吉
宗
の

「
例
書
」
編
纂
の
意
図
や
動
機
、
更
に
は
そ
の
目
的
や
そ
の
意
義
等
を
窺
う
に
足
る
何
も
の
か
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
と
は
い
う
も
の
の
筆
者
の
手
許
に
、
こ
の
難
問
を
直
ち
に
解
明
で
き
る
よ
う
な
新
史
料
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
従
来
使

用
さ
れ
て
来
た
諸
史
料
を
、
私
見
に
よ
る
解
釈
を
ま
じ
え
な
が
ら
再
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
干
の
憶
測
を
述
べ
て
み
た
に
過
ぎ
な

い
。
諸
賢
の
御
叱
正
を
乞
う
所
以
で
あ
る
。

一

例
書
」
編
纂
の
前
段
階

例
書
」
の
い
わ
ゆ
る
第
一
次
編
纂
、
即
ち
将
軍
吉
宗
の
主
導
に
よ
る
「
例
書
」
編
纂
の
事
業
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
主

た
る
史
料
と
し
て
「
科
条
類
典
附
録
」（
石
井
良
助
校
訂
『
徳
川
禁
令
考

後
集
第
四
』
昭
和
三
十
五
年
、
創
文
社
刊
、
三
一
五
頁
以

下
に
所
収
。
以
下
「
附
録
」
と
略
称
）
と
『
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記

上
・
中
・
下
巻
』（
大
岡
家
文
書
刊
行
会
編
纂
、
一
九
七
二
・

一
九
七
五
年
、
三
一
書
房
刊
、
以
下
『
大
岡
日
記
』
又
は
『
日
記
』
と
略
称
）
と
が
あ
る
。
前
者
は
老
中
松
平
右
近
將
監
武
元
に
よ
る

明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
の
「
科
条
類
典
」
の
跋
文
に
、「
科
条
類
典
已
成
、
延・
享・
以・
来・
追・
加・
、
例・
書・
之・
本・
原・
、
今・
亦・
輯・
之・
、
名
附
録
、

所
為
後

也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
延
享
年
間
の
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
へ
の
追
加
、
及
び
「
例
書
」
編
纂
の
渕
源
に
関
す
る
史
料
を

集
録
し
た
も
の
で
あ
り
、「
例
書
」
研
究
に
は
必
須
の
基
本
史
料
で
あ
る
。
後
者
は
「
御
定
書
」
御
用
掛
り
三
奉
行
の
一
人
で
あ
っ
た

寺
社
奉
行
大
岡
忠
相
の
日
記
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
御
定
書
」
下
巻
へ
の
追
加
、
及
び
「
例
書
」
編
纂
に
関
す
る
作
業
の
具
体
的
な
経

緯
や
そ
の
背
景
が
丹
念
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
前
記
「
附
録
」
を
補
う
重
要
史
料
で
あ
る
。
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附
録
」
は
書
付
、
伺
書
、
覺
書
の
計
十
一
の
史
料
群
か
ら
成
る
が
（「
附
録
」
に
は
、
各
史
料
の
冒
頭
に
「
壹
」「

」「
三
」「
四
」

…
…
「
十
一
」
の
通
し
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
）、
各
史
料
の
内
容
や
各
史
料
間
の
関
係
等
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易

で
は
な
い
。
林
氏
は
、
右
の
「
附
録
」
を
『
大
岡
日
記
』
と
対
比
し
な
が
ら
克
明
に
分
析
さ

４
）

れ
た
。
こ
こ
で
は
林
論
文
に
導
か
れ
な
が

ら
、
吉
宗
に
よ
る
「
例
書
」
編
纂
の
構
想
と
い
う

座
か
ら
、
も
う
一
度
「
附
録
」
を
中
心
に
「
例
書
」
編
纂
の
過
程
を
眺
め
て
み
た

い
。例

書
」
編
纂
の
渕
源
を
探
る
為
に
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
八
月
の
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
改
訂
作
業
に
遡
っ
て
検
討

を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
大
岡
日
記
』
同
年
八
月
十
日
条
（
中
巻
五
〇
九
頁
）
の
記
事
は
、「
御
定
書
」
御
用
掛
り
三
奉
行
（
以

下
「
三
奉
行
」
と
略
称
）、
即
ち
大
岡
越
前
守
忠
相
（
寺
社
奉
行
）、
島
長
門
守
正
祥
（
町
奉
行
）、
木
下
伊
賀
守
信
名
（
勘
定
奉
行
）

が
こ
の
度
、「
御
定
書
」
に
新
し
く
追
加
す
べ
き
条
文
・
条
項
に
関
す
る
「
伺
書
帳
面
」
一
冊
と
す
で
に
吉
宗
の
承
認
を
得
た
「
御
定

書
」
帳
に
更
に
修
正
補
充
す
べ
き
条
文
・
条
項
に
関
す
る
「
伺
（
書
）
帳
面
」
一
冊
の
計
二
冊
を
老
中
松
平
左
近
将
監
乘
邑
を
通
じ
て

吉
宗
の
許
に
提
出
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
『
日
記
』
の
記
事
に
あ
る
二
冊
の
「
伺
書
帳
面
」
の
内
容
を
示
す
も
の
が
、
そ
れ

ぞ
れ
「
附
録
」
の
「
三
」
の
「
延
享
二
丑
年
八
月
、
大
岡
越
前
守
、
島
長
門
守
、
木
下
伊
賀
守
、
御
定
書
其
類
之
所
箇
条
江

加
入
之
儀

伺
」（
前
掲
書
三
一
七
頁
以
下
）
と
同
「
四
」
の
「
延
享
二
丑
年
八
月
、
大
岡
越
前
守
、
嶋
長
門
守
、
木
下
伊
賀
守
、
先
達
而

相
伺
濟

候
帳
面
之
内
、
書
改

漏
候
儀
伺
」（
三
二
四
頁
以
下
）
の
二
通
の
文
書
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
八
月
十
日
提
出
の
段
階
で
は
、「
三
」

「
四
」
に
貼
付
さ
れ
た
「
御
下
ケ
札
」
は
ま
だ
存
し
な
い
。
な
お
「
三
」
に
お
い
て
は
、「

鐵
炮
有
之
村
方
咎
之
事
」
以
下
の
全
十
五

箇
条
、
全
二
十
一
項
目
、「
四
」
に
お
い
て
は
、「
質
地
小
作
取
捌
箇
条
」
以
下
の
全
五
箇
条
、
全
六
項
目
が
す
べ
て
条
文
体
で
記
載
さ

れ
て
い
る
。
即
ち
「
附
録
」
の
「
三
」「
四
」
は
、
延
享
二
年
八
月
十
日
の
時
点
で
大
岡
ら
三
奉
行
が
新
し
く
「
御
定
書
」
下
巻
に
追

加
す
べ
き
条
項
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
一
項
目
と
六
項
目
と
を
立
案
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
。
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次
に
『
大
岡
日
記
』
八
月
十
三
日
条
（
中
巻
五
一
一
頁
）
に
よ
れ
ば
、
吉
宗
は
三
奉
行
が
八
月
十
日
に
上
呈
し
た
前
記
「
御
定
書
」

下
巻
の
追
加
に
関
す
る
「
伺
書
帳
面
」
の
一
冊
（「
附
録
」
の
「
三
」）
を
早
速
披
見
し
た
と
見
え
て
、
そ
の
中
に
あ
る
七
箇
所
の
条
項

に
付
札
を
施
し
、
そ
の
「
仕
置
伺
書
」
を
提
出
す
る
よ
う
八
月
十
三
日
に
松
平
左
近
将
監
を
通
じ
て
三
奉
行
に
命
じ
た
。
な
お
『
日

記
』
八
月
十
四
日
条
（
中
巻
五
一
一
頁
）
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
三
奉
行
は
翌
十
四
日
に
、
こ
の
「
仕
置
伺
書
」
の
写
を
帳
面
に
仕
立
て

て
左
近
将
監
の
許
に
提
出
し
て
い
る
。
右
の
『
日
記
』
八
月
十
三
日
、
十
四
日
両
条
の
記
事
に
対
応
す
る
文
書
も
、「
附
録
」
の
中
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
「
附
録
」
の
「
五
」
に
は
、「
延
享
二
丑
年
八
月
、
御
定
書
其
類
之
所
箇
条
江

加
入
之
儀
伺
書
、
同
月

十
三
日
、
七
ケ
所
御
附
札
被
成
、
大
岡
越
前
守
、
島
長
門
守
、
木
下
伊
賀
守
江

御
渡
被
成
候
節
御
添
書
」
と
し
て
、「
附
紙
七
箇
所
之

御
仕
置
も
の
吟
味
相
濟
、
其
御
仕
置
伺
書
可
差
出
事
」
と
あ
り
（
三
二
六
頁
）、
ま
た
同
「
六
」
に
は
、「
延
享
二
丑
年
八
月
、
大
岡
越

前
守
、
島
長
門
守
、
木
下
伊
賀
守
上
候
七
ケ
所
御
仕
置
伺
書

」
と
し
て
、
次
に
七
件
の
「
御
仕
置
伺
書
」
の
内
容
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
な
お
「
三
」
に
は
、「
例
」
と
記
さ
れ
た
「
御
下
ケ
札
」
が
計
十
一
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
「
六
」
に
よ
っ
て
、『
日
記
』
八

月
十
三
日
条
の
い
う
七
箇
所
の
条
項
の
「
御
付
札
」
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
吉
宗
に
よ
っ
て
「
例
」
の
付
札
の
為
さ
れ
た
、
三
奉
行
起
草
の
七
項
目
を
「
附
録
」
の
「
三
」
に
よ
っ
て
掲
げ
る
こ
と
と
す

る
。

新
規
之
神
事
佛
事

奇
怪
異
説
御
仕
置
之
事

⑴
一
自
分
支
配
之
神
社
江

金
子
等

置
候
處
、

禱
い
た
し
候
故
、
金
子
出
候
段
申

候
ハ
ヽ
、
信
仰
之
も
の
多
可
成
と
有
躰
不
申
出

も
の

出
家
社
人

過

料
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盗
人
御
仕
置
之
事

⑵
一
一
旦
盗
い
た
し
候
處
、
元
主
人
之

儀
を
察
、
金
子
等
相
返
度
存
念
に
て
、
社
江

投
込
置
候
も
の

入
墨
之
上

重
キ
敲

謀
書
謀
判
い
た
し
候
者
御
仕
置
之
事

⑶
一
人
之
名
江

有
合
之
判
を
押
、
金
銀
借
用
、
或
ハ
横
取
い
た
し
候
も
の

金
子
償

成
候
ハ
ゝ
、

死

罪

人
殺

疵
付
等
御
仕
置
之
事

⑷
一
死
罪
以
上
之
科
有
之
も
の
を
不
訴
出
、
内
證
ニ
而

切
殺
打
殺
候
儀
、
於
顯
ハ
、

當
人

所

拂

⑸
一
穢
多
非
人
法
外
之
慮
外
い
た
し
候
節
、
切
殺
候
百
姓
町
人

吟
味
之
上
、
無
紛
に
お
ゐ
て
ハ
、

無

⑹
一
人
を
殺
候
時
、
金
子
を
以
取
扱
、
事
濟
シ
候
村
役
人

過

料

⑺
一
夫
科
有
之
ニ
付
、
差
口
ニ
而

被
捕
候
處
、
右
科
人
之
妻
、
差
口
い
た
し
候
も
の
を
遺
恨
存
、
可
殺
と
心
掛
候
得
共
、
出
會
不
申
ニ

付
、
差
口
い
た
し
候
も
の
之
妻
を
可
殺
と
い
た
し
、
疵
付
候
も
の
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疵
被
附
候
妻
、
平
愈
不
致
内
、
餘
病
ニ
而

死
候
に
於
て
ハ
、
疵
付
候
も
の

遠

島

但
、
疵
被
附
候
も
の
、
其
疵
ニ
而

相
果
候
ハ
ゝ
、

下
手
人

右
の
七
項
目
に
つ
き
、
吉
宗
が
「
仕
置
伺
書
」
の
提
出
を
三
奉
行
に
命
じ
た
理
由
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
七
項
目

に
「
例
」
の
付
札
の
為
さ
れ
た
こ
と
、
即
ち
吉
宗
が
す
で
に
延
享
二
年
八
月
十
三
日
の
時
点
で
、
右
の
七
項
目
の
「
例
書
」
へ
の
採
択

を
考
慮
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

二

御
定
書
」
下
巻
の
改
訂
と
「
例
書
」
の
編
纂

吉
宗
の
指
示

延
享
二
年
九
月
に
入
っ
て
か
ら
前
述
の
「
御
定
書
下
巻
」
の
追
加
に
関
し
て
、
当
時
、
吉
宗
の
側
近
で
あ
っ
た
若
年
寄
の
加
納
遠
江

守
久
通
を
通
じ
て
吉
宗
の
新
し
い
意
向
が
三
奉
行
に
伝
え
ら
れ
た
。『
大
岡
日
記
』
九
月
八
日
条
（
中
巻
五
二
四
頁
）
の
記
事
が
そ
れ

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
日
記
』
の
記
事
に
対
応
す
る
史
料
が
や
は
り
「
附
録
」
に
も
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
壹
」
の

「
延
享
二
丑
年
九
月
、
大
岡
越
前
守
、
嶋
長
門
守
、
木
下
伊
賀
守
江

加
納
遠
江
守
口
上
之
趣
覺
書
」
と
「

」
の
「
延
享
二
丑
年
九
月
、

大
岡
越
前
守
、
嶋
長
門
守
、
木
下
伊
賀
守
江

加
納
遠
江
守
相
渡
」
の
両
文
書
で
あ
る
（
三
一
五
頁
）。
こ
の
両
文
書
は
、『
日
記
』
九
月

八
日
条
の
記
事
と
共
に
、「
例
書
」
の
成
立
事
情
を
窺
う
に
足
る
最
も
重
要
な
史
料
で
あ
る
か
ら
、
次
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
こ
と
と

す
る
。

壹
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一
御
定
書
之
事
、
追
々
加
入
候
而

ハ
限
り
も
無
之
事
候
間
、
御
定
書
ハ
只
今
迄
之
通
ニ
差
置
可
申
候

一
此
以
後
之
御
仕
置
付
ハ
、
向
々
よ
り
伺
出
候
黄
紙
之
文
言
を
相
認
、
其
内
に
も
あ
ま
り
短
く
ハ
書
入
も
仕
、
譯
相
聞
江

候
様
可
仕

候
、
短
長
も
相
改
、
書
入
可
申
候
、
依
之
、
右
之
帳
面
ハ
例
書
と
認
可
申
候
、
勿
論
段
々
加
入
候
様
ニ
仕
、
御
定
書
ニ
添
置
可
申

候
一
附
紙
無
之
ハ
伺
之
通
、
御
定
書
江

書
入
可
申
事

一
七
ケ
所
御
仕
置
伺
書

、
御
尋
ニ
付
、
差
出
し
候
、
ケ
様
ニ
入
組
候
事
を
條
目
ニ
書
載
候
而

ハ
、事

）長
ク
、
其
上
意
味
も

聞
候
、

此
趣
ニ
其
節
之
事
實
、
伺

御
差
圖
等
、
事
短
ニ
別
帳
江

記
、
御
定
書
江

副
置
候
方
可
然
候
半
哉
、
評
議
之
上
、
彌
可
然
存
候

ハ
ゝ
七
ケ
條
御
仕
置
伺
書

之
内
、

り
三
ケ
條
も
相
認
可
差
出
事

一
七
ケ
條
之
外
、
例
と
有
之
附
紙
も
同
前
、

イ
ロ
ハ
ニ

但
丸
之
印
付
候
ハ
事
實
、
伺
等
、
別
ニ
不
及
書
出
、
條
目
之
儘
ニ
而

別
帳
江

書
載
可
相

濟
哉
之
事

右
の
「
附
録
」
の
「
壹
」
と
「

」
は
、『
日
記
』
九
月
八
日
条
の
記
事
と
併
読
す
る
な
ら
ば
、
何
れ
も
延
享
二
年
九
月
八
日
に
加

納
遠
江
守
か
ら
吉
宗
の
命
と
し
て
三
奉
行
に
対
し
、
前
者
は
口
頭
に
よ
り
、
後
者
は
文
書
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

壹
」
は
前
記
『
日
記
』
の
記
事
の
前
半
部
分
と
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
項
目
よ
り
成
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
項
は
、

「
御
定
書
」
下
巻
へ
の
追
加
は
際
限
の
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、（
そ
の
作
業
は
今
回
限
り
と
し
）、
以
後
は
「
御
定
書
」
本
体
は
変
更

し
な
い
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
二
項
は
、
今
後
の
「
御
仕
置
付
」、
即
ち
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
罰
の
決
定
に
際
し
て
は
、

各
裁
判
機
関
が
幕
府
宛
に
提
出
し
た
伺
書
に
貼
付
さ
れ
た
「
黄
紙
」
の
文
言
を
書
き
留
め
、（
そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
差
図
し
た
刑
罰

を
も
書
き

５
）

添
え
）、
そ
れ
ら
の
文
が
あ
ま
り
に
短
か
け
れ
ば
書
き
加
え
て
意
味
が
よ
く
通
ず
る
よ
う
に
し
て
加
除
添
削
を
施
し
、
そ
れ
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を
「
例
書
」
と
称
す
る
こ
と
と
し
、
順
次
、
追
加
増
補
し
て
「
御
定
書
」
と
併
用
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
壹
」
の
第
二
項
の
「
例
書
」
編
纂
に
つ
い
て
、
更
に
そ
の
方
法
や
内
容
を
三
奉
行
の
提
出
し
た
「
伺
書
帳
面
」
に
即
し
て
具

体
的
に
記
し
た
も
の
が
「

」
の
史
料
で
あ
る
。「

」
は
三
つ
の
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
三
奉
行
が
八
月
十

日
に
提
出
し
た
「
伺
書
帳
面
」
二
冊
に
吉
宗
は
「
例
」
と
い
う
付
札
を
し
て
、
八
月
十
三
日
、
そ
の
条
項
の
「
仕
置
伺
書
」
の
提
出
を

三
奉
行
に
命
じ
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
第
一
項
は
、
こ
の
度
、
そ
の
付
札
の
な
い
、
そ
の
他
の
条
項
は
伺
の
通
り
「
御
定
書
」
へ
書
き

入
れ
る
べ
き
こ
と
を
改
め
て
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
第
二
項
は
、
吉
宗
の
命
に
応
じ
て
翌
八
月
十
四
日
、
三
奉
行
が
提
出
し
た
前
掲
七
項
目
の
「
仕
置
伺
書
」
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
吉
宗
が
何
故
、
前
掲
七
項
目
に
つ
い
て
、
そ
の
「
仕
置
伺
書
」
の
提
出
を
三
奉
行
に
求
め
た
の
か
。
そ
れ
は
三
奉
行
の
起
草
し
た

前
掲
七
項
目
の
法
文
に
つ
い
て
、
吉
宗
が
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
吉
宗
は
、
前
掲
七
項
目
の
文
言
を
た
だ

読
ん
だ
だ
け
で
は
、
そ
の
各
条
項
の
立
法
趣
旨
や
立
法
目
的
、
ま
た
法
文
の
内
容
や
量
刑
の
適
否
等
を
直
ち
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し

い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
各
項
目
に
付
さ
れ
た
「
朱
書
」（「
附
録
」
の
「
三
」）
に
よ
る
と
、
前
掲
七
項
目
は
そ
の
何
れ
も
が
具
体

的
な
事
犯
に
対
す
る
幕
府
の
判
例
か
ら
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
為
、
吉
宗
は
そ
の
条
文
化
の
素
材
と
な
っ
た
「
仕
置
伺
書
」
の
提
出

を
三
奉
行
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
よ
う
に
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
事
犯
の
判
決
例
か
ら
一
般
的
な
規
範
と
な
る
べ
き
事

柄
を
抽
出
し
て
、
そ
れ
を
条
文
体
と
し
て
立
法
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
技
術
的
に
無
理
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
吉

宗
は
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
事
犯
に
つ
い
て
は
事
件
の
経
緯
、
各
裁
判
機
関
の
提
出
し
た
伺
書
、
そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
差
図
等
を
簡

潔
平
明
に
「
別
帳
」
に
記
載
し
、
そ
れ
を
「
例
書
」
と
称
し
て
、「
御
定
書
」
の
将
来
に
お
け
る
運
用
に
資
す
べ
く
、「
御
定
書
」
と
共

に
整
備
し
て
お
く
こ
と
を
三
奉
行
に
提
案
し
た
。
し
か
も
吉
宗
は
、
前
掲
七
項
目
の
中
、
四
項
目
に
つ
い
て
は
自
ら
筆
を
執
っ
て
、

「
例
書
」
に
記
載
す
る
際
の
書
式
の
雛
形
を
わ
ざ
わ
ざ
示
し
た
の
で
あ
る
。「
此
趣
ニ
其
節
之
事
實
、
伺

御
差
圖
等
、
事
短
ニ
別
帳
江
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記
」
云
々
の
「
此
趣
ニ
」
と
は
、「
こ
こ
に
示
し
た
四
項
目
の
「
例
」
の
文
に
倣
っ
て
」
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
っ
て
、「

」
の
第
三

項
の
次
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
延
享
元
子
年
十
月
、
御
仕
置
之
例
」
以
下
の
四
件
の
文
が
即
ち
そ
の
雛
形
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

吉
宗
は
、
更
に
残
り
の
三
項
目
に
つ
い
て
も
、
自
分
の
示
し
た
雛
形
に
倣
っ
て
、「
例
」
の
文
を
起
草
し
て
提
出
す
る
よ
う
三
奉
行
に

命
じ
た
の
で
あ
る
。

」
の
第
三
項
の
「
七
ケ
條
之
外
、
例
と
有
之
附
紙
も
同
前
」
と
い
う
の
は
、「
附
録
」
の
「
四
」
に
記
さ
れ
た
次
の
項
目
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
（
三
二
五
・
三
二
六
頁
）。

人
殺

疵
付
等
御
仕
置
箇
條
之
内

一
主
人
ニ
為
手
負
候
も
の

晒
之
上

磔

但
、
女
に
而

懐
胎
ニ
候
ハ
ゝ
獄
門

右
の
条
項
に
も
、
吉
宗
に
よ
っ
て
「
例
」
と
い
う
付
札
が
為
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
吉
宗
は
、
こ
の
案
件
も
条
文
体
と
す
る
こ
と
に
賛

成
せ
ず
、
前
掲
七
項
目
と
同
様
、
事
案
や
判
決
の
文
を
要
約
し
て
、「
例
書
」
に
記
載
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る
。
次
に

「

イ
ロ
ハ
ニ

但
丸
之
印
付
候
ハ
、
事
實
、
伺
等
、
別
ニ
不
及
書
出
」
云
々
と
い
う
の
は
、「
加
入
伺
書
帳
」（「
附
録
」
の
「
三
」）
に
吉
宗
が
イ
、

ロ
、
ハ
、
ニ
の
印
を
付
け
た
左
の
四
項
目
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（
三
一
七
・
三
一
八
・
三
二
四
頁
）。

鐵
炮
有
之
村
方
咎
之
事

イ一
鐵
炮
玉
藥
賣
候
も
の

鐵
炮
打
候
者
と
乍
存
賣
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遣
候
ハ
ゝ

過

料

ロ一
可
致
家
業
ニ
た
め
、

鐵
炮
打
候
も
の
と
馴
合
、
鳥

商
賣
い
た
し
候
も
の

過

料

御
留
場
ニ
而

鳥
殺
生
い
た
し
候
者
御
仕
置
之
事

ハ一
御
留
場
に
て
諸
鳥
之
玉
子
取
候
も
の

過
料
三
貫
文

官
之
者
御
仕
置
之
事

ニ一

官
名
乘
候
も
の

所

拂

吉
宗
は
、
右
の
四
項
目
に
つ
い
て
は
、
前
掲
七
項
目
の
扱
い
と
異
な
っ
て
、
事
件
の
経
緯
や
伺
書
等
の
要
約
を
書
き
出
す
に
及
ば

ず
、
条
文
体
の
ま
ま
で
「
例
書
」
に
記
載
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。

三

御
定
書
」
下
巻
の
改
訂
と
「
例
書
」
の
編
纂

吉
宗
の
修
正

次
に
「
附
録
」
の
「
三
」
と
「
四
」
の
内
容
、
即
ち
前
記
二
冊
の
「
伺
帳
」
に
お
い
て
三
奉
行
が
起
草
し
た
「
御
定
書
」
下
巻
の
増

補
修
正
案
に
対
し
て
、
吉
宗
が
更
に
修
正
を
施
し
た
内
容
に
つ
い
て
見
て
行
き
た
い
。

三
」
の
「
伺
帳
」
に
示
さ
れ
た
三
奉
行
に
よ
る
追
加
の
原
案
は
、
前
述
の
通
り
合
計
し
て
二
十
一
項
目
よ
り
成
る
。
今
便
宜
上
、
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「
附
録
」
に
掲
載
さ
れ
た
順
序
に
従
っ
て
、
そ
れ
に
通
し
番
号
を
付
け
る
こ
と
と
す
る
。
先
ず
「
御
仕
置
ニ
成
候
も
の
闕
所
之
事
」
の

第
四
項
、「
質
地
小
作
取
捌
之
事
」
の
第
五
項
、「
借
金
銀
取
捌
之
事
」
の
第
六
項
、「
密
通
御
仕
置
之
事
」
の
第
八
項
、「
三
笠
附
、
博

奕
打
、
取
退
無
盡
御
仕
置
之
事
」
の
第
十
項
、「
盗
人
御
仕
置
之
事
」
の
第
十
一
項
、「
火
附
御
仕
置
之
事
」
の
第
十
四
項
、「

き
悪

事
有
之
も
の
出
牢
之
上
、
咎
ニ
不
及
事
」
の
第
二
十
項
の
以
上
八
項
目
は
、
吉
宗
に
よ
っ
て
何
れ
も
そ
の
ま
ま
「
御
定
書
」
下
巻
に

「
追
加
」
と
し
て
書
き
入
れ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
（
但
し
第
二
十
項
は
、
吉
宗
の
命
に
よ
り
「
軽・
御
仕
置
」
を
「
敲・
御
仕
置
」
に
修

正
）。次

に
「
新
規
之
神
事
佛
事

奇
怪
異
説
御
仕
置
之
事
」
の
第
九
項
、「
盗
人
御
仕
置
之
事
」
の
第
十
二
項
、「
謀
書
謀
判
い
た
し
候
者

御
仕
置
之
事
」
の
第
十
三
項
、「
人
殺

疵
付
等
御
仕
置
之
事
」
の
第
十
五
項
、
第
十
六
項
、
第
十
七
項
、
第
十
八
項
の
以
上
七
項
目

は
、
前
述
の
通
り
吉
宗
に
よ
っ
て
伺
書
と
差
図
を
摘
録
し
て
、「
例
書
」
に
記
載
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
更
に
「

鐡
炮
有
之
村

方
咎
之
事
」
の
第
一
項
、
第
二
項
、「
御
留
場
ニ
而

鳥
殺
生
い
た
し
候
者
御
仕
置
之
事
」
の
第
三
項
、「

官
之
者
御
仕
置
之
事
」
の
第

二
十
一
項
の
以
上
四
項
目
は
、
前
述
の
通
り
吉
宗
に
よ
っ
て
条
文
体
の
ま
ま
「
例
書
」
に
記
載
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。

な
お
、
そ
の
後
の
九
月
十
六
日
、
三
奉
行
が
提
出
し
た
「
附
録
」
の
「
八
」、
即
ち
「
延
享
二
丑
年
九
月
、
加
納
遠
江
守
江

差
出
、

御
渡
被
成
候
御
定
書
伺
帳
、
御
附
札
、
御
書
付
之
儀
ニ
付
、
申
上
候
書
付
」（
三
三
六
・
三
三
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
三
奉
行
は
以
上
述

べ
た
吉
宗
の
修
正
に
す
べ
て
賛
同
し
て
い
る
。

右
に
列
挙
し
た
項
目
以
外
の
第
七
項
と
第
十
九
項
に
対
す
る
吉
宗
の
意
見
は
、
若
干
説
明
を
要
す
る
。
先
ず
第
七
項
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
三
奉
行
の
案
で
は
、「
御
定
書
」
の
「
借
金
銀
取
捌
之
事
」
条
に
書
き
入
れ
る
べ
き
条
項
と
し
て
次
の
法
文
を
掲
げ
て
い
る
。

一
借
金
出
入
を
奉
公
人
取
逃
金
ニ
い
た
し
、
證
文
致
シ
替
候
節
、
加
判
い
た
し
候
も
の

江
戸
拂
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但
、
右
出
入
吟
味
之
節
、
偽
之
旨
早
速
申
候
に
お
ゐ
て
ハ
過
料

右
の
案
文
の
但
書
に
つ
い
て
、
吉
宗
は
そ
れ
を
借
金
出
入
に
限
定
せ
ず
に
一
般
化
し
、「
一
惣
而

議
事
有
之
時
、
同
類
又
ハ
加
判

人
等
之
内
よ
り
早
速
致
白
状
、
依
之
、
謀
計
之
も
の
共
相
顯
に
お
ゐ
て
ハ
、
右
早
速
白
状
之
者
ハ
、
自
本
罪
相
當
一
等

ク
可
申
付

事
」
と
い
う
法
文
を
起
草
し
、
そ
れ
を
「
御
定
書
」
中
の
相
応
の
個
所
へ
記
載
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
前
掲
「
附
録
」
の
「
八
」

（
三
三
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、
三
奉
行
は
右
の
吉
宗
起
草
の
案
文
を
「
吟
味
事
之
内
、
外
之
悪
事
相
聞
候
共
、
舊
悪
御
定
之
外

ハ
不
及
相
糺
」
条
の
次
に
、「
追
加
」
と
し
て
記
載
す
る
旨
報
告
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
第
七
項
の
但
書
を
除
い
た
本
文
に
つ
い
て

は
聊
か
問
題
が
あ
る
。
即
ち
「
附
録
」
の
「
三
」
所
載
の
こ
の
条
項
の
一
打
の
上
に
は
、「
御
定
書
」
に
「
追
加
」
に
な
っ
た
こ
と
を

示
す
×
印
が
あ
り
、
更
に
本
条
項
立
法
の
素
材
と
な
っ
た
延
享
元
年
六
月
の
判
例
が
「
貸
金
を
奉
公
人
取
逃
金
ニ
證
文
致
替
候
金
主
、

借
り
主
、
證
人
御
仕
置
之
事
」
と
し
て
「
例
書
」（
通
用
「
例
書
」
第
三
十
一
項
）
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
か
ら
す

る
と
、
但
書
を
除
い
た
本
条
項
は
、
延
享
二
年
九
月
の
い
わ
ゆ
る
第
三
次
「
御
定
書
」
下
巻
の
増
修
の
際
に
は
、「
借
金
銀
取
捌
之
事
」

条
に
「
追
加
」
と
し
て
書
き
入
れ
ら
れ
た
が
、
延
享
三
年
四
月
の
い
わ
ゆ
る
第
四
次
増
修
の
際
に
は
削
除
さ
れ
、
そ
の
代
り
に
右
の

「
追
加
」
条
項
の
素
材
と
な
っ
た
判
例
の
要
約
が
延
享
三
年
四
月
の
「
例
書
」
の
第
二
次
編
纂
の
際
に
、
新
し
く
「
例
書
」
に
掲
げ
ら

れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

次
に
三
奉
行
案
の
第
十
九
項
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

煩
候
旅
人
を
宿
送
り
ニ
い
た
し
候
咎
之
事

一
致
止
宿
候
旅
人
を
殺
、
所
持
之
品
を
盗
取
候
旅
籠
屋

於
其
所

獄

門
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右
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
吉
宗
の
指
示
が
明
瞭
で
な
か
っ
た
為
か
、
三
奉
行
は
丸
印
の
付
札
の
為
さ
れ
た
条
項
に
準
じ
、
条
文
体
の

ま
ま
「
例
書
」
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
更
に
吉
宗
の
意
向
を
伺
っ
た
（「
附
録
」
の
「
八
」、
三
三
七
頁
）。
そ
の
後
、
九
月
二
十
三

日
、
吉
宗
は
、
本
条
項
は
「
御
定
書
」
の
「
一
人
を
殺
、
盗
い
た
し
候
も
の

引
廻
之
上

獄
門
」
と
い
う
条
項
に
準
ず
べ
き
も
の

で
あ
る
か
ら
、
判
例
が
な
け
れ
ば
削
除
す
る
よ
う
に
命
じ
（
後
述
）、
三
奉
行
も
そ
れ
を
了
承
し
て
い
る
（「
附
録
」
の
「
九
」、「
延
享

二
丑
年
九
月
、
加
納
遠
江
守
江

大
岡
越
前
守
、
島
長
門
守
、
木
下
伊
賀
守
差
出
候
例
書
伺
」
三
四
〇
頁
）。

次
に
「
附
録
」
の
「
四
」
の
「
伺
帳
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
三
奉
行
起
草
の
計
六
項
目
が
「
御
定
書
」
へ
の
追
加
の
原

案
と
し
て
吉
宗
の
許
に
提
出
さ
れ
た
（
三
二
四
頁
以
下
）。「
三
」
の
項
目
同
様
、「
附
録
」
に
掲
載
さ
れ
た
順
序
に
従
っ
て
、
そ
れ
に

通
し
番
号
を
付
け
れ
ば
、「
質
地
小
作
取
捌
箇
條
之
内
」
の
第
一
項
、
第
二
項
、「
三
笠
附
、
博
奕
打
、
取
退
無
盡
御
仕
置
箇
條
之
内
」

の
第
三
項
、「
拷
問
可
申
付
品
箇
條
之
内
」
の
第
六
項
の
以
上
四
項
目
は
、
吉
宗
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
「
御
定
書
」
に
書
き
入
れ
る

こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
ま
た
「
人
殺

疵
付
等
御
仕
置
箇
條
之
内
」
の
第
五
項
は
、
前
述
の
通
り
吉
宗
に
よ
っ
て
「
例
書
」
へ
の
記
載

が
命
じ
ら
れ
た
。
三
奉
行
も
、
こ
の
吉
宗
の
命
に
賛
同
し
て
い
る
（「
附
録
」
の
「
八
」、
三
三
七
頁
）。

巧
事
、
か
た
り
事
、
重
キ
ね
た
り
事
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
箇
條
の
内
」
の
第
四
項
に
つ
い
て
は
、
若
干
説
明
を
要
す
る
。
従
来

の
「
御
定
書
」
下
巻
、
即
ち
寛
保
三
年
増
修
の
第
六
十
四
条
、
第
三
項
は
、
次
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

追
加

一
か
た
り
を
申
、
人
之
物
を
取
候
も
の

金
高
贓
物
壹
兩
以
上

死

罪

但
、

キ
か
た
り
事
ニ
候
ハ
ゝ
敲

右
の
但
書
に
関
す
る
三
奉
行
の
今
回
の
修
正
案
は
、
次
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。
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一
兼
而

心
掛
巧
候
事
も
無
之
、
申
合
候
も
の
無
之
に
お
ゐ
て
ハ
、
拾
兩
以
下
ハ
重
追
放
、
拾
兩
以
上
ハ
死
罪

こ
の
三
奉
行
の
修
正
案
に
対
し
て
は
、「
此
間
、
御
定
書
付
紙
を
以
被
仰
出
候
ニ
此
事
有
之
」
と
い
う
付
札
が
為
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
付
札
の
意
味
は
、「
先
日
、
御
定
書
の
修
正
に
関
し
、
吉
宗
が
付
紙
を
も
っ
て
意
見
を
述
べ
た
こ
と
に
、
す
で
に
こ
の
追
加
の
条
項

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
、「
科
条
類
典
」
の
第
六
十
四
条
「
巧
事
、
か
た
り
事
、
重
キ
ね
た
り
事
い
た

し
候
も
の
御
仕
置
之
事
」（『
徳
川
禁
令
考

後
集
第
三
』
三
二
六
・
三
二
七
頁
）
及
び
『
日
記
』
延
享
二
年
八
月
二
十
日
条
（
中
巻
五

一
三
頁
）
を
み
る
と
、
吉
宗
は
八
月
二
十
日
、「
御
定
書
」
の
「
御
前
帳
」
を
三
奉
行
に
下
げ
渡
し
、
そ
れ
に
付
札
を
し
て
、
右
の
第

六
十
四
条
の
第
一
項
（「
科
条
類
典
」
の
い
う
「
初
ケ
條
」）
を
次
の
よ
う
に
修
正
し
た
。

〔
修
正
前
〕

一
か
た
り
事
之
品
、
對
公
儀
江

候
事

、
又
ハ
重
キ
語
り
巧
事
い
た
し
候
も
の

死

罪

但
、

キ
か
た
り
事
、
巧
事
候
ハ
ゝ
入
墨
、
又
ハ
敲

〔
修
正
後
〕

一
か
た
り
事
之
品
、
對
公
儀
江

候
事

、
又
ハ
兼
而

巧
候
事

、
或
ハ
人
を
誘
引
申
合
候
も
の

贓
物
金
一
兩
以
上
ハ

死

罪

但
、
當
座
之
か
た
り
ハ
、
手
元
ニ
有
之
品
を
盗
取
候
も
の
御
仕
置
同

前
記
付
札
の
「
御
定
書
付
紙
」
と
い
う
の
は
、
右
に
掲
げ
た
吉
宗
の
修
正
案
を
指
し
、
そ
の
修
正
案
の
後
に
は
、「
如
斯
書
改
リ
候

ハ
ゝ
、
三
ケ
條
目
追
加
ハ
可
除
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
吉
宗
は
但
書
が
右
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
、
第
六
十
四
条
の
第
三
項
は
削
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除
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
度
の
三
奉
行
に
よ
る
追
加
修
正
は
、
そ
も
そ
も
必
要
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
吉
宗
の
意

見
も
三
奉
行
に
よ
っ
て
賛
同
さ
れ
た
（「
附
録
」
の
「
八
」、
三
三
七
頁
）。

以
上
が
三
奉
行
の
提
出
し
た
二
冊
の
「
伺
帳
」
に
対
す
る
吉
宗
の
修
正
意
見
で
あ
り
、
そ
れ
が
延
享
二
年
九
月
八
日
、
加
納
遠
江
守

を
通
じ
て
三
奉
行
に
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
九
月
十
五
日
、
更
に
同
年
五
月
の
御
仕
置
例
一
件
を
「
例
書
」
に
書
き
加
え
る

べ
き
こ
と
が
三
奉
行
に
諮
問
さ
れ
（「
附
録
」
の
「
七
」、「
延
享
二
丑
年
九
月
、
島
長
門
守
、
加
納
遠
江
守
相
渡
候
書
付
」
三
三
六
頁
、

『
日
記
』
延
享
二
年
九
月
十
五
日
条
、
中
巻
五
二
七
頁
）、
こ
の
案
件
も
翌
九
月
十
六
日
、
三
奉
行
に
よ
っ
て
賛
同
さ
れ
た
（「
附
録
」

の
「
九
」、
三
四
四
頁
、『
日
記
』
延
享
二
年
九
月
十
六
日
条
、
中
巻
五
二
八
頁
）。

こ
こ
で
前
記
二
冊
の
「
伺
帳
」
に
記
さ
れ
た
三
奉
行
案
に
対
す
る
吉
宗
の
修
正
意
見
の
内
容
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
三
奉
行
が
起

草
し
た
条
項
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
冊
（「
三
」）
が
二
十
一
項
目
、
他
の
一
冊
（「
四
」）
が
六
項
目
、
両
者
合
計
し
て
二
十
七
項
目
で

あ
る
。
吉
宗
に
よ
る
修
正
の
作
業
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
と
な
る
。
そ
の
第
一
は
「
御
定
書
」
下
巻
へ
の
「
加
入
」、
即
ち
増
補
修

正
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
、
殆
ど
そ
の
ま
ま
「
御
定
書
」
へ
書
き
入
れ
ら
れ
た
条
項
は
、「
三
」
が
八
項
目
（
但
し
前
掲
第

七
項
の
本
文
が
「
御
定
書
」
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
と
す
る
と
九
項
目
と
な
る
）、「
四
」
が
四
項
目
、
計
十
二
項
目
、
修
正
し
た
上
で

「
御
定
書
」
へ
書
き
入
れ
ら
れ
た
条
項
は
、「
三
」
が
一
項
目
、
削
除
さ
れ
た
条
項
は
、「
三
」「
四
」
各
一
項
目
存
す
る
。
吉
宗
に
よ
る

修
正
の
作
業
の
第
二
は
、「
例
書
」
編
纂
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
更
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
一
つ
は
事
件
の
経
緯
、
裁

判
機
関
の
仕
置
伺
書
、
幕
府
の
差
図
等
を
簡
明
に
記
し
た
判
例
の
体
裁
を
も
つ
「
例
」
の
集
録
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
三
奉
行
案
に
あ

る
条
文
体
の
ま
ま
で
の
「
例
」
の
採
択
で
あ
る
。
前
者
は
「
三
」
が
七
項
目
、「
四
」
が
一
項
目
、
計
八
項
目
、
後
者
は
「
三
」
が
四

項
目
存
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
三
奉
行
が
起
草
し
た
全
二
十
七
項
目
の
条
項
の
中
、「
御
定
書
」
下
巻
に
記
載
さ
れ
た
条
項
は
計
十
三

項
目
、「
例
書
」
に
採
録
さ
れ
た
条
項
は
計
十
二
項
目
で
あ
る
か
ら
、
削
除
さ
れ
た
二
項
目
を
除
け
ば
、
全
項
目
の
半
数
近
く
が
「
例
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書
」
に
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
更
に
「
仕
置
伺
書
」
か
ら
判
例
体
の
「
例
」
を
作
成
す
る
段
階
に
お
い
て
、
吉
宗
が
「
仕
置
伺

書
」（「
黄
紙
附
札
」）
に
は
な
い
文
言
を
追
加
し
て
新
し
い
立
法
を
し
て
い
る
こ
と
（
通
用
「
例
書
」
第
九
項
の
「
但
、
此
も
の
男
ニ

候
ハ
ゝ
可
為
死
罪
」
の
追
加
文
言
、「
附
録
」
の
「

」、
三
一
七
頁
、
同
「
九
」、
三
四
二
頁
）
と
併
せ
考
え
る
と
、
吉
宗
の
「
例
書
」

編
纂
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
後
、
三
奉
行
は
吉
宗
に
よ
る
修
正
意
見
を
受
け
て
「
例
書
」
編
纂
の
具
体
的
な
作
業
に
入
り
、
延
享
二
年
九
月
十
六
日
、
そ
の

原
案
を
「
目
録
」
と
共
に
加
納
遠
江
守
を
通
じ
て
吉
宗
の
許
に
提
出
し
た
（「
附
録
」
の
「
九
」、
三
三
七
頁
以
下
、『
日
記
』
九
月
十

六
日
条
、
中
巻
五
二
八
頁
）。
右
に
つ
い
て
更
に
吉
宗
は
九
月
二
十
三
日
、
三
奉
行
案
に
あ
る
前
掲
「
致
止
宿
候
旅
人
を
殺
、
所
持
之

品
を
盗
取
候
旅
籠
屋
御
仕
置
之
事
」
の
条
項
（「
三
」
の
第
十
九
項
）
の
削
除
と
「
例
書
」
各
条
項
の
題
号
の
修
正
に
関
す
る
意
見
を

述
べ
（「
附
録
」
の
「
十
」、「
延
享
二
丑
年
九
月
、
大
岡
越
前
守
江

加
納
遠
江
守
相
渡
」
三
四
五
頁
、『
日
記
』
延
享
二
年
九
月
二
十
三

日
条
、
中
巻
五
三
三
・
五
三
四
頁
）、
翌
九
月
二
十
四
日
、
三
奉
行
は
、
以
上
の
案
件
を
す
べ
て
了
承
し
た
（「
附
録
」
の
「
十
一
」、

「
延
享
二
丑
年
九
月
、
大
岡
越
前
守
、
島
長
門
守
、
木
下
伊
賀
守
江

加
納
遠
江
守
相
渡
候
御
書
付

例
書
御
附
札
之
儀
、
申
上
候
書
付
」

三
四
五
頁
、『
日
記
』
延
享
二
年
九
月
二
十
四
日
条
、
中
巻
五
三
四
頁
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
延
享
二
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
の

「
御
定
書
」
下
巻
の
改
訂
と
「
例
書
」
編
纂
の
作
業
が
一
先
ず
終
了
し
た
の
で
あ
る
。

四

吉
宗
に
よ
る
「
例
書
」
編
纂
の
構
想

次
に
吉
宗
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
「
例
書
」
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
考
察
す
る
為
、
吉
宗
が
「
例
書
」

の
編
纂
を
命
じ
た
「
附
録
」
の
「
壹
」
と
「

」
に
つ
い
て
再
び
検
討
を
加
え
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
壹
」
に
お
い
て
、
吉
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宗
は
「
御
定
書
」
下
巻
の
追
加
は
今
回
限
り
と
し
て
以
後
は
行
わ
な
い
こ
と
を
言
明
し
、
つ
い
で
「
例
書
」
の
編
纂
を
三
奉
行
に
命
じ

た
。
こ
こ
に
吉
宗
の
構
想
し
た
「
例
書
」
の
内
容
は
、
幕
府
の
主
要
な
判
例
の
採
録
で
あ
り
、
そ
の
「
例
」
の
文
は
、「
黄
紙
附
札
」

（
各
裁
判
機
関
が
幕
府
宛
に
提
出
し
た
「
仕
置
伺
書
」
に
貼
付
し
た
下
げ
札
で
あ
っ
て
、
認
定
し
た
犯
罪
事
実
に
対
し
て
科
す
べ
き
刑

を
量
定
す
る
と
共
に
、
そ
の
科
刑
の
理
由
や
根
拠
を
述
べ
た
も
の
）
を
基
に
作
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
、
延
享
二
年
八
月
十
四

日
、
三
奉
行
が
提
出
し
た
「
御
仕
置
伺
書

」（「
附
録
」
の
「
六
」）
の
「
黄
紙
附
札
」
と
吉
宗
が
そ
れ
を
書
き
改
め
て
、
三
奉
行
に

示
し
た
「
御
仕
置
之
例
」（「
附
録
」
の
「

」
の
四
例
）
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
吉
宗
が
書
き
改
め
た
四
例
の
中
、
最
後
の
第
四
に
当

る
「
延
享
二
丑
年
四
月
御
仕
置
之
例
」（
通
用
「
例
書
」
第
九
項
）
は
、
幕
府
の
差
図
を
記
し
た
結
語
と
吉
宗
に
よ
っ
て
新
し
く
書
き

加
え
ら
れ
た
「
但
、
此
も
の
男
ニ
候
ハ
ゝ
可
為
死
罪
」
の
文
言
と
を
除
け
ば
、
他
は
「
伺
書
」
の
「
黄
紙
附
札
」
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ

る
。
四
例
の
中
の
第
二
に
当
る
「
延
享
元
子
年
十
月
御
仕
置
之
例
」（
同
上
第
七
項
）
も
、「
黄
紙
附
札
」
の
文
言
を
下
敷
と
し
て
、
そ

の
贅
文
を
省
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
四
例
の
中
、
第
一
に
当
る
「
延
享
元
子
年
十
月
御
仕
置
之
例
」（
同
上
第
六
項
）
と

第
三
に
当
る
「
延
享
二
丑
年
六
月
御
仕
置
之
例
」（
同
上
第
八
項
）
は
、
本
件
の
「
黄
紙
附
札
」
の
文
言
の
み
で
は
犯
罪
事
実
が
十
分

に
理
解
さ
れ
な
い
為
か
、
か
な
り
加
筆
が
施
さ
れ
て
い
る
。

次
に
「
附
録
」
の
「

」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
例
書
」
編
纂
と
主
に
関
係
す
る
の
は
、
そ
の
第
二
項
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
述

の
よ
う
に
、
吉
宗
は
三
奉
行
が
提
出
し
た
七
項
目
の
「
仕
置
伺
書
」
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
事
案
を
条
文
体
と

し
て
立
法
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
技
術
的
に
無
理
で
あ
る
と
判
断
し
、
当
該
事
案
の
「
事
實
」「
伺
」「
御
差
圖
」
等
を
簡
潔
に
「
別

帳
」（「
例
書
」）
に
記
載
し
、「
御
定
書
」
と
の
併
用
を
提
案
し
た
。
こ
の
「

」
の
第
二
項
は
、「
壹
」
の
第
二
項
と
同
じ
内
容
を
別

の
表
現
を
以
て
具
体
的
に
雛
形
を
提
示
し
な
が
ら
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
例
書
」
は
、
判
例
の
採
録
を
そ
の
主
た
る
内

容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
以
上
か
ら
す
る
と
、
吉
宗
の
構
想
す
る
「
例
書
」
の
内
容
は
、
や
は
り
「
御
定
書
」
下
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巻
の
規
定
と
し
て
は
立
法
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
難
し
い
、
幕
府
の
重
要
な
判
例
を
そ
の
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

右
に
述
べ
た
吉
宗
の
構
想
は
、
延
享
二
年
九
月
二
十
四
日
に
ほ
ぼ
終
了
し
た
「
例
書
」
の
い
わ
ゆ
る
第
一
次
編
纂
作
業
の
結
果
と
も

概
ね
一
致
す
る
。
即
ち
そ
の
内
容
は
、
第
一
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
計
十
三
項
目
（
第
五
項
は
吉
宗
の
命
に
よ
り
削
除
）
の
「
例
」
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
判
例
体
の
体
裁
を
と
る
「
例
」
は
第
六
か
ら
第
十
四
ま
で
の
九
項
目
を
占
め
る
（「
附
録
」
の

「
九
」、
三
三
九
頁
以
下
）。
そ
の
後
、「
例
書
」
は
数
次
に
わ
た
る
編
纂
を
経
て
、
通
用
の
「
例
書
」
が
成
立
す
る
が
、「
棠
蔭
秘
鑑
」

所
収
の
通
用
「
例
書
」
全
七
十
九
項
目
を
み
て
も
、
そ
の
大
部
分
は
「
御
仕
置
伺
書
」
と
「
御
差
圖
」
と
を
摘
録
し
た
判
例
体
の
法
文

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
判
例
体
の
「
例
」
を
重
視
す
る
吉
宗
の
意
向
は
、
後
代
に
も
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

更
に
「
例
書
」
編
纂
の
目
的
を
窺
う
べ
き
重
要
な
史
料
と
し
て
、『
日
記
』
延
享
二
年
九
月
十
七
日
条
の
記
事
（
中
巻
五
三
〇
頁
）

が
あ
る
。
当
日
、
吉
宗
は
紅
葉
山
の
霊
廟
に
将
軍
と
し
て
最
後
の
参
詣
を
行
っ
た
が
、
そ
の
直
後
、
大
岡
を
招
い
て
引
見
し
た
。『
日

記
』
は
、
そ
の
際
の
大
岡
と
吉
宗
と
の
間
で
交
さ
れ
た
会
話
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

此
間
被
仰
出
、
昨
日
書
付
、
帳
面
さ
し
上
候
例
く
り
帳
之
義
申
上
、
御
定
書
ニ
相
添
さ
し
置
候
得
者

、
御
仕
置
筋
も
は
や
く
万
端

く
ハ
し
く
、
是
ほ
と

有
御
事
ニ
候
旨
申
上
候
得
者

、
成
ほ
と
其
通
ニ
候
、
御
定
書
斗
ニ
て
ハ
其
品
ニ
よ
り
書
取
も
六
ケ
敷
、
事

ニ
よ
り
書
つ
ゝ
け
か
た
き
事
も
可
有
之
哉
と
の
思
召
ニ
而

、
右
之
例
書
之
義
、
被
仰
出
候
由
御
意
有
之

右
の
大
岡
の
言
に
あ
る
「
此
間
被
仰
出
、
昨
日
書
付
、
帳
面
さ
し
上
候
例
く
り
帳
」
と
い
う
の
は
、
九
月
十
六
日
に
大
岡
ら
三
奉
行

が
吉
宗
の
許
に
提
出
し
た
「
書
付
」（「
附
録
」
の
「
八
」）
と
「
例
書
伺
」（
同
上
「
九
」）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
岡
は
「
例
書
」

の
こ
と
を
「
例

繰
）

く
り
帳
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
「
御
定
書
」
と
一
緒
に
備
え
て
お
く
こ
と
は
、「
御
仕
置
筋
も
は
や
く
万
端
く
ハ
し
く
、

是
ほ
と

有
御
事
ニ
候
」
と
い
っ
て
い
る
。
即
ち
大
岡
は
、「
例
書
」
を
刑
事
判・
例・
集・
と
し
て
捉
え
、
条
文
体
の
制
定
法
で
あ
る
「
御
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定
書
」
下
巻
と
そ
れ
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
府
刑
事
裁
判
の
実
務
に
少
な
か
ら
ず
便
宜
が
計
ら
れ
る
こ
と
に
期
待
を
も
っ
た

の
で
あ
る
。
吉
宗
も
、「
成
ほ
と
其
通
ニ
候
」
と
大
岡
の
言
に
賛
意
を
表
し
、「
御
定
書
斗
ニ
て
ハ
其
品
ニ
よ
り
書
取
も
六
ケ
敷
」
云
々

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
吉
宗
の
発
言
の
意
味
は
、
や
や
難
解
で
あ
る
が
、「
御
定
書
」
下
巻
の
如
き
条
文
体
の
制
定
法
だ
け
で
は
、
犯

罪
の
種
類
や
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
条
文
に
そ
の
意
味
を
十
分
に
表
現
し
難
い
事
犯
も
あ
る
の
で
、
法
適
用
の
範
囲
が
限
ら
れ
、
刑

事
司
法
の
眞
の
解
決
が
難
し
い
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ

６
）

ろ
う
。
吉
宗
も
ま
た
判
例
の
も
つ
法
的
な
拘
束
力
を
高
く
評
価
し
て
い
た
の

で
あ
っ
て
、「
御
定
書
」
下
巻
の
法
適
用
の
限
界
を
補
う
刑
事
判
例
集
と
し
て
の
「
例
書
」
の
機
能
を
十
分
認
識
し
て
い
た
と
い
え
よ

う
。し

か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
例
書
」
の
中
に
は
、
判
例
体
を
と
る
「
例
」
だ
け
で
は
な

く
、
条
文
体
を
と
る
「
例
」
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
延
享
二
年
九
月
の
編
纂
作
業
の
結
果
、
成
立
し
た

当
初
の
「
例
書
」
に
は
、
全
十
三
項
目
の
中
、
判
例
体
を
と
る
も
の
が
九
項
目
、
条
文
体
を
と
る
も
の
が
四
項
目
あ
っ
た
。
ま
た
「
棠

蔭
秘
鑑
」
所
収
の
通
用
「
例
書
」
は
、
全
七
十
九
項
目
の
中
、
判
例
体
を
と
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の

第
一
か
ら
第
五
ま
で
、
第
六
十
八
、
第
七
十
四
か
ら
第
七
十
九
ま
で
の
計
十
二
項
目
は
条
文
体
を
と
っ
て
い
る
。
も
し
「
例
書
」
編
纂

の
目
的
が
刑
事
判
例
集
の
編
纂
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
条
文
体
の
「
例
」
が
「
例
書
」
に
存
す
る
の
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ

い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
林
論
文
は
将
来
、「
御
定
書
」
本
体
へ
の
「
組
入
れ
」
を
想
定
し
て

７
）

い
た
か
ら
と
す
る
。
次

に
前
掲
『
日
記
』
九
月
八
日
条
の
後
段
を
掲
げ
よ
う
。

扨
先
月
十
日
伺
上
候
帳
面
ケ
条
之
内
、
玉
薬
売
候
も
の
御
仕
置
付
ハ
名
目
斗
ニ
而

可
然
候
、
年
号
月
日
ハ
記
置
可
申
候
、
猶
又
評

議
致
し
認
様
追
而

可
伺
候
、
例
書
之
内
ニ
も
御
定
書
之
方
江

加
入
可
然
義
者

加
入
可
致
由
御
意
之
旨
に
て
、
八
月
十
日
同
十
四

日
、
左
近
殿
江

差
出
候
伺
書
二
冊
江

御
付
札
御
印
付
被
遊
候
ヲ
御
渡
、
奉
畏
候
之
旨
申
上
候
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右
の
文
の
冒
頭
に
は
、「
先
月
十
日
伺
上
候
帳
面
ケ
条
之
内
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
記
事
は
延
享
二
年
八
月
十
日
、
三
奉
行
が
上
呈

し
た
前
掲
「
附
録
」
の
「
三
」「
四
」
の
文
書
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
中
で
、「
例
書
之
内
ニ
も
御

定
書
之
方
江

加
入
可
然
義
者

加
入
可
致
由
御
意
之
旨
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
吉
宗
が
「
例
」
と
書
い
て
付
札
を
し
た
「
三
」
の

計
四
項
目
に
つ
い
て
、
も
し
「
御
定
書
」
本
体
へ
「
加
入
」
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、「
加
入
」
す
べ
き
で
あ
る
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
吉
宗
は
右
の
四
項
目
に
つ
い
て
は
、「
御
定
書
」
本
体
へ
の
「
加
入
」
を
も
考
慮
し
な
が
ら

一
先
ず
「
例
書
」
に
記
載
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
附
録
」
の
「
三
」
に

あ
っ
て
は
条
文
体
を
と
る
計
八
項
目
が
殆
ど
そ
の
ま
ま
「
御
定
書
」
へ
「
加
入
」
さ
れ
、
ま
た
一
項
目
は
修
正
の
上
、「
加
入
」
さ
れ

て
お
り
、「
四
」
に
あ
っ
て
は
計
四
項
目
が
そ
の
ま
ま
「
御
定
書
」
へ
「
加
入
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
吉
宗
は
、
こ
の

よ
う
に
三
奉
行
が
起
草
し
た
同
じ
条
文
体
を
と
る
項
目
で
あ
っ
て
も
、
一
方
で
は
「
御
定
書
」
へ
の
記
載
を
命
ず
る
と
同
時
に
、
他
方

で
は
「
例
書
」
へ
の
記
載
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
吉
宗
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
右
の
条
文
体
の
項
目
を
二
つ
に
類
別
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
吉
宗
が
イ
、
ロ
、

ハ
、
ニ
の
印
を
つ
け
て
、
条
文
体
の
ま
ま
で
「
例
書
」
へ
の
記
載
を
指
示
し
た
前
掲
「
三
」
の
四
項
目
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
見
て

行
き
た
い
。

今
、
延
享
元
年
増
修
の
「
公
事
方
御
定
書
」

８
）

下
巻
に
よ
っ
て
、
右
の
四
項
目
の
属
す
る
「

鐵
炮
在
之
村
方
咎
之
事
」
と
「
御
留
場

ニ
而

鳥
殺
生
い
た
し
候
者
御
仕
置
之
事
」
の
両
条
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
者
は
八
項
目
、
後
者
は
三
項
目
か
ら
成
る
。
な
お
「

官
之

者
御
仕
置
之
事
」
は
、
こ
の
度
新
し
く
起
草
さ
れ
た
箇
条
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
「
御
定
書
」
下
巻
に
は
見
え
な
い
。

先
ず
「
御
定
書
」
下
巻
の
「

鐵
炮
在
之
村
方
咎
之
事
」
条
の
内
容
は
、

鉄
炮
の
所
持
者
及
び
発
炮
者
、
そ
の
居
村
の
名
主
、
組

頭
、
五
人
組
、
惣
百
姓
等
に
対
す
る
罪
を
規
定
し
、
次
に
発
炮
者
の
逮
捕
者
、
及
び
そ
の
訴
人
に
対
す
る
褒
賞
を
規
定
す
る
。
そ
う
す
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る
と
、
前
掲
四
項
目
中
、
イ
、
ロ
に
規
定
さ
れ
た

鉄
炮
の
発
炮
者
に
そ
の
弾
薬
を
売
っ
た
者
や
そ
れ
ら
の
者
か
ら
鳥
獣
を
買
っ
て
商

売
を
し
た
者
の
罪
は
、「
御
定
書
」
に
規
定
さ
れ
た
前
記
の
罪
に
比
べ
る
と
、
い
わ
ば
付
随
的
、
派
生
的
な
罪
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
次
に
「
御
定
書
」
の
「
御
留
場
ニ
而

鳥
殺
生
い
た
し
候
者
御
仕
置
之
事
」
条
の
内
容
は
、
禁
猟
区
に
お
け
る
鳥
の
捕
獲

者
、
そ
の
犯
罪
地
の
村
方
及
び
捕
獲
者
の
居
村
の
名
主
、
組
頭
に
対
す
る
罪
を
規
定
し
、「
追
加
」
と
し
て
禁
猟
区
で
捕
獲
し
た
鳥
の

売
買
者
の
罪
を
規
定
す
る
。
前
掲
四
項
目
中
、
ハ
に
規
定
さ
れ
た
禁
猟
区
で
鳥
の
玉
子
を
取
っ
た
者
の
罪
を
吉
宗
が
「
例
書
」
に
入
れ

た
理
由
も
、
前
記
の
罪
に
比
べ
て
第
二
次
的
な
犯
罪
、
も
し
く
は
特
殊
、
例
外
的
な
犯
罪
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ニ
の

「

官
之
者
御
仕
置
之
事
」
条
は
、
身
分
詐
称
に
関
す
る
罪
で
あ
る
が
、
本
項
起
草
の
素
材
と
な
っ
た
の
は
、
幕
府
の
許
可
を
得
ず
し

て
深
川
永
代
町
に
稲
荷
社
を
新
規
に
建
立
し
、
そ
の
神
職
と
な
っ
た
者
の
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
九
月
の
判
例
で
あ
る
（「
附
録
」

三
四
九
・
三
五
〇
頁
）。
こ
の
項
目
が
「
例
書
」
に
採
択
さ
れ
た
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
や
は
り
当
時
と
し
て
は
特
別
な
犯
罪
で

あ
っ
た
為
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
吉
宗
が
条
文
体
の
ま
ま
で
「
例
書
」
へ
の
記
載
を
命
じ
た
前
掲
四
項
目
の
内
容
を
み
る
と
、
そ
れ
は
「
御
定
書
」
下
巻
の
施

行
に
と
っ
て
必
要
な
付
随
的
な
規
定
、
も
し
く
は
「
御
定
書
」
下
巻
に
は
欠
け
て
い
る
特
殊
、
例
外
的
な
規
定
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
も
右
の
四
項
目
に
記
さ
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
に
対
す
る
量
刑
は
、
イ
、
ロ
が
過
料
、
ハ
が
過
料
三
貫
文
、
ニ
が
所
拂

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
吉
宗
が
「
御
定
書
」
に
書
き
入
れ
る
よ
う
に
命
じ
た
他
の
条
項
に
比
べ
て
も
、
決
し
て
重
罪
と
は
い
え
な
い

こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
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五

吉
宗
に
よ
る
「
例
書
」
編
纂
の
意
義

以
上
、
概
観
し
た
よ
う
に
「
例
書
」
に
関
す
る
吉
宗
の
構
想
は
、「
御
定
書
」
下
巻
の
条
文
と
し
て
は
技
術
的
に
立
法
す
る
こ
と
の

難
し
い
幕
府
の
重
要
な
判
例
の
採
録
を
先
ず
第
一
と
し
、
そ
れ
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
例
書
」
に
は
前
掲
の
如
き

条
文
体
を
と
る
「
例
」
も
若
干
な
が
ら
採
択
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
何
故
、
吉
宗
は
条
文
体
を
と
る
「
例
」
を
も
、「
例
書
」
に
採

択
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、「
例
書
」
は
判
例
体
を
と
る
「
例
」
を
基
本
と
す
る
の
が
吉
宗
の
意
向
で
は
あ
っ
た
が
、

吉
宗
は
条
文
体
を
と
る
「
例
」
も
、「
例
書
」
に
は
あ
っ
て
よ
い
と
当
初
か
ら
考
え
て
い
た
為
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
そ

の
場
合
の
条
文
体
の
「
例
」
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
「
御
定
書
」
下
巻
の
施
行
に
と
っ
て
必
要
な
付
随
的
、
細
目
的
な
規
定
、
も
し

く
は
「
御
定
書
」
下
巻
に
は
欠
け
て
い
る
特
殊
、
例
外
的
な
規
定
で
あ
っ
た
。
一
方
、
判
例
体
を
と
る
「
例
」
も
ま
た
、
そ
の
法
的
性

質
か
ら
い
え
ば
「
御
定
書
」
下
巻
諸
規
定
の
特
殊
、
例
外
的
な
規
範
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
判
例
体
を
と
る
「
例
」
も
、
条

文
体
を
と
る
「
例
」
も
、
そ
の
実
定
法
と
し
て
の
形
式
や
態
様
は
異
な
る
に
し
て
も
、「
御
定
書
」
下
巻
を
補
充
す
る
機
能
を
も
つ
先

例
と
い
う
点
に
お
い
て
は
両
者
は
共
通
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
こ
に
条
文
体
の
「
例
」
も
、
判
例
体
の
「
例
」
も
、
ひ
と
し
く
吉

宗
に
よ
っ
て
「
例
書
」
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
眞
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
「
例
書
」
の
「
例
」
と
は
、
先
例
の
意
味
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
幕
府
諸
機
関
に
よ
る
従
来
の
判
例
、
書
付
、
触
書
、
評

議
等
が
一
般
に
「
例
」
と
い
わ
れ
て
来
た
。
し
か
も
書
付
の
一
部
や
触
書
は
条
文
体
で
発
布
さ
れ
て
い
る
。「
御
定
書
」
下
巻
の
諸
条

項
の
肩
書
に
屡
々
み
ら
れ
る
「
従
前
々
之
例・
」
も
、
そ
の
大
部
分
は
判
例
か
ら
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
条
文
体
を
と
る

触
書
や
書
付
か
ら
立
法
さ
れ
た
も
の
も
認
め
ら

９
）

れ
る
。
こ
の
度
の
「
例
書
」
の
編
纂
以
前
、
即
ち
延
享
元
年
六
月
頃
に
制
定
さ
れ
た
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「
寺
社
方
御
仕
置
例・
書・
」（
現
存
の
同
書
は
全
二
十
五
条
、
全
五
十
八
項
か
ら
成
る
）
も
、
そ
の
全
条
項
は
す
べ
て
条
文
体
で
構
成
さ
れ

て

10
）

い
る
。
吉
宗
が
い
わ
ゆ
る
第
一
次
編
纂
の
「
例
書
」
に
条
文
体
の
「
例
」
を
若
干
な
が
ら
も
採
択
し
て
い
る
の
は
、
近
い
将
来
「
御

定
書
」
下
巻
へ
の
組
み
入
れ
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
吉
宗
が
当
時
そ
の
組
み
入
れ
を
想
定
し
て
い
な
か
っ

た
と
し
て
も
、「
例
書
」
に
条
文
体
の
「
例
」
の
存
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
く
、
吉
宗
は
「
例
書
」
に
お
け
る
「
例
」

の
判
例
体
、
条
文
体
の
混
在
に
は
、
さ
し
て
拘
泥
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
吉
宗
に
よ
る
「
例
書
」
編
纂
の
目
的
を
こ
こ
に
整
理
し
て
掲
げ
る
な
ら
ば
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
の
第
一
は
将
来
、「
御
定
書
」
下
巻
を
直
接
、
増
補
修
正
す
る
為
の
法
源
を
予
め
整
備
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。（
後
述
の
『
大

岡
日
記
』
延
享
二
年
九
月
八
日
条
の
吉
宗
の
言
、
及
び
前
掲
「
附
録
」
の
「
壹
」
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
推

測
せ
ざ
る
を
得
な
い
。）
そ
の
第
二
は
吉
宗
の
引
退
に
当
り
、
現
時
点
で
「
御
定
書
」
下
巻
を
補
充
す
る
為
の
規
範
を
選
抜
、
蒐
集
し

て
、「
御
定
書
」
下
巻
と
は
別
個
に
明
示
し
て
置
く
こ
と
、
即
ち
具
体
的
に
は
、
イ

御
定
書
」
下
巻
の
規
定
と
し
て
立
法
す
る
こ
と
が

技
術
的
に
難
し
い
、
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
事
犯
の
判
例
で
あ
っ
て
、
し
か
も
今
後
の
「
御
定
書
」
下
巻
の
運
用
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る

も
の
を
選
定
し
て
お
く
こ
と
、
ロ

御
定
書
」
下
巻
の
施
行
に
と
っ
て
必
要
な
付
随
的
、
細
目
的
な
規
定
、
も
し
く
は
「
御
定
書
」
下

巻
の
欠
缺
を
補
う
為
の
特
殊
、
例
外
的
な
規
定
を
選
ん
で
集
録
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
右
の
第
一
の
目
的
と
第
二
の
目
的
と
は
並
列
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
、
い
わ
ば
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
第
二
の
目
的
に
沿
っ
て
「
例
書
」
に
採
録
さ
れ
た
条
文
体
の
「
例
」
も
、
ま
た
判
例
体
の
「
例
」
も
、
共
に
第

一
の
目
的
で
あ
る
、
将
来
に
お
け
る
「
御
定
書
」
下
巻
の
テ
キ
ス
ト
を
増
補
修
正
す
る
為
の
法
源
と
し
て
「
例
書
」
に
採
録
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
「
例
書
」
の
編
纂
と
は
、
第
一
の
目
的
に
お
い
て
「
御
定
書
」
下
巻
の
増
補
修
正
作
業
と
の
継
続
性
を
保
ち

つ
つ
、
第
二
の
目
的
に
お
い
て
新
し
い
法
典
を
編
纂
す
る
事
業
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
「
例
書
」
編
纂
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の
作
業
は
開
始
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
編
纂
さ
れ
た
「
例
書
」
は
、
第
一
の
目
的
よ
り
も
第
二
の
目
的
に
沿
っ
た
機
能
を
果

し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
「
例
書
」
編
纂
後
、「
例
書
」
の
中
か
ら
新
し
く
「
御
定
書
」
下
巻
へ
の
増
補
修
正
が
行
わ
れ
た
事

実
は
な
く
（「
御
定
書
」
下
巻
へ
の
そ
れ
は
若
干
で
は
あ
る
が
、
直
接
行
わ
れ
た
）、
む
し
ろ
「
例
書
」
収
録
の
「
例
」
が
「
御
定
書
」

下
巻
の
条
文
・
条
項
と
共
に
、
幕
府
司
法
の
諸
機
関
に
よ
っ
て
屡
々
引
用
さ
れ
、
そ
の
後
の
刑
事
裁
判
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

11
）

し
た
こ

と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
吉
宗
に
よ
る
「
例
書
」
編
纂
の
意
義
を
探
る
に
当
っ
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
「
定
書
（
さ
だ
め
が
き
）」
と
「
例
書
（
れ
い
が

き
）」
と
い
う
我
が
法
史
学
上
の
根
本
に
繫
が
る
問
題
を
避
け
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
両
者
の
関
係
に
つ
い

て
若
干
の
見
通
し
を
述
べ
、
以
て
小
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

御
定
書
」
下
巻
に
対
す
る
第
二
次
の
増
補
修
正
が
行
わ
れ
た
の
は
延
享
元
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
日
記
』
に
は
、
そ
れ
以

降
、「
御
定
書
」
下
巻
の
改
訂
に
関
し
て
大
き
な
記
事
は
な
く
、
翌
二
年
六
月
二
十
日
に
至
っ
て
、「
去
年
御
定
書
帳
上
り
候
已
後
、
御

仕
置
之
も
の
又
評
議
之
上
、
加
入
之
義
相
談
有
之
」（
中
巻
四
八
四
頁
）
と
い
う
記
事
が
見
え
、
そ
の
頃
、
第
三
次
の
増
補
修
正
の
始

ま
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
本
格
的
に
そ
の
作
業
の
始
ま
っ
た
の
は
、
前
述
の
同
年
八
月
十
日
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

降
、『
日
記
』
に
は
、
か
な
り
頻
繁
に
そ
の
関
係
記
事
が
現
わ
れ
る
。
九
月
に
入
っ
て
十
日
、「
御
定
書
」
へ
の
「
加
入
」
と
共
に
、
始

め
て
「
例
書
」
編
纂
の
記
事
が
見
え
、
吉
宗
引
退
（
九
月
二
十
五
日
）
の
直
前
に
な
る
と
、「
御
定
書
」
よ
り
も
「
例
書
」
に
関
す
る

記
事
の
方
が
多
く
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
九
月
二
十
三
日
、
吉
宗
は
去
る
九
月
十
六
日
に
三
奉
行
の
上
呈
し
た
「
例
書
伺
」（「
附

録
」
の
「
九
」、
三
三
七
頁
以
下
）
に
掛
紙
や
付
札
を
も
っ
て
自
己
の
意
見
を
述
べ
、
そ
れ
に
対
す
る
返
答
を
西
の
丸
へ
の
引
退
後
で

あ
っ
て
も
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
（『
日
記
』
延
享
二
年
九
月
二
十
三
日
条
、
中
巻
五
三
四
頁
）。
三
奉
行
は
即
刻
、
吉
宗
の
意

見
を
検
討
し
、
そ
の
指
示
通
り
に
「
例
書
」
の
「
題
号
」（
条
項
の
名
称
を
現
わ
す
事
書
）
を
簡
潔
な
文
に
改
め
、
且
つ
「
例
書
」
の
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第
五
条
を
削
除
し
（「
附
録
」
の
「
九
」「
十
」「
十
一
」、
三
三
七
頁
以
下
）、「
例
書
帳
」
一
冊
そ
の
他
を
翌
二
十
四
日
に
提
出
し
た

（『
日
記
』
九
月
二
十
四
日
条
、
中
巻
五
三
四
頁
）。「
例
書
」
の
形
式
と
内
容
と
は
、
吉
宗
引
退
の
前
日
に
な
っ
て
漸
く
決
定
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
吉
宗
は
、
延
享
二
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
最
大
限
の
努
力
を
尽
し
て
「
御
定
書
」
の
改
訂
作
業
を
ほ

ぼ
終
了
す
る
と
共
に
、「
例
書
」
の
基
本
的
形
態
に
目
途
を
つ
け
て
か
ら
政
権
を
嫡
子
家
重
に
譲
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
吉

宗
の
「
例
書
」
編
纂
に
か
け
る
最
後
の
執
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
吉
宗
の
「
例
書
」
編
纂
に
か
け
る
最
後
の
執
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
学
理
上
、
ど
こ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
御
定
書
」
下
巻
の
増
補
修
正
に
伴
う
「
例
書
」
編
纂
の
作
業
は
、
延
享
二
年
八
月
、
吉
宗
の
命
に
そ

の
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
実
は
吉
宗
は
、
そ
の
前
年
の
六
月
頃
、
も
う
一
つ
の
「
例
書
」
を
制
定
し
て

い
た
の
で
あ
る
。「
寺
社
方
御
仕
置
例・
書・
」
と
呼
ば
れ
る
法
典
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
に
つ
い
て
は
、

筆
者
は

12
）

前
稿
に
お
い
て
、
そ
の
成
立
過
程
を
述
べ
る
と
共
に
、
そ
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
、
幕
府
刑
事
司
法
の
基
本
法
典
で
あ
る
「
公

事
方
御
定
書
」
下
巻
の
施
行
に
と
っ
て
必
要
な
寺
社
関
係
事
項
を
規
定
し
、「
御
定
書
」
下
巻
を
補
充
す
る
為
の
副
弐
法
典
、
な
い
し

は
附
属
法
典
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
従
っ
て
前
述
の
「
例
書
」
編
纂
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
は
第
二

の
ロ
の
機
能
を
果
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
こ
の
法
典
は
寺
社
奉
行
が
本
来
、「
寺
社
方
御
仕
置
御・
定・
書・
」
と
し
て
編
纂
し
、

増
補
修
正
等
の
書
き
継
ぎ
を
予
定
せ
ず
、
寺
社
や
僧
侶
・
神
職
を
特
別
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
別

法
典
に
近
い
性
格
を
も
併
せ
有
す
る
。
本
稿
の
「
例
書
」
が
普
通
「
御
定
書
ニ
添
候
例
書
」
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
「
御

定
書
」
下
巻
の
規
定
全
般
の
運
用
と
深
く
関
わ
る
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
右
の
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
と
区
別
す
る
為
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
成
立
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
実
は
「
例
書
」
な
る
も
の
の
性
格
を
窺
う
に
足
る
重
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要
な
手
懸
り
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
吉
宗
が
寺
社
奉
行
の
編
纂
し

た
「
寺
社
方
御
仕
置
御
定・
書・
」
を
「
寺
社
方
御
仕
置
例・
書・
」
に
改
め
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
の
中
に
あ
っ
た
。
即
ち
、
こ
の
事
実
は
、

吉
宗
が
「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
を
相
対
す
る
一
対
の
も
の
と
し
て
当
時
捉
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
通
常
で

は
「
定
書
」
と
は
制
定
さ
れ
た
時
点
で
新
し
い
法
的
効
力
を
付
与
さ
れ
た
成
文
法
、「
例
書
」
と
は
幕
府
に
よ
る
法
的
決
定
の
際
に
、

そ
の
根
拠
と
な
る
べ
き
先
例
を
い
う
と
思
わ
れ
る
が
、
吉
宗
が
「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
を
対
比
さ
せ
て
い
う
と
き
、
そ
の
意
味
は
更

に
限
定
的
に
使
用
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
即
ち
「
定
書
」
の
「
定
」
が
基
本
的
、
一
般
的
、
原
則
的
な
規
範
と
い
う
性
格
を
も
つ
と

す
れ
ば
、「
例
書
」
の
「
例
」
は
、
す
で
に
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
附
属
的
、
特
殊
的
、
例
外
的
な
規
範
と
い
う
性
格
を
も
つ
と
一
応

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
は
、「
定
書
」
に
入
る
べ
き
規
範
と
「
例
書
」
に
入
る
べ
き
規
範
と
の
間
に
は
、
予

め
区
分
さ
る
べ
き
客
観
的
な
基
準
や
徴
証
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
何
を
以
て
基
本
的
、
一
般
的
、
原
則
的
と
い
い
、
何
を
以
て
附
属

的
、
特
殊
的
、
例
外
的
と
い
う
か
、
そ
の
区
別
は
状
況
に
よ
っ
て
多
分
に
流
動
的
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
相
対
的
で
あ
っ
て
、
決
し
て

確
固
不
動
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
場
所
や
時
期
が
異
な
れ
ば
「
例
書
」
に
属
す
る
規
定
が
「
定
書
」
に
入

り
、「
定
書
」
に
属
す
る
規
定
が
「
例
書
」
に
入
る
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
吉
宗
は
、
そ
の
こ
と
を
十
分
認
識
し

た
上
で
「
定
書
」、
即
ち
「
公
事
方
御
定
書
」
と
「
例
書
」、
即
ち
「
御
定
書
ニ
添
候
例
書
」
と
を
編
纂
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
吉
宗

は
寺
社
奉
行
が
編
纂
し
た
「
寺
社
方
御
仕
置
御
定・
書・
」
を
「
寺
社
方
御
仕
置
例・
書・
」
に
改
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
吉
宗
が
三
奉
行

に
対
し
て
「
例
書
之
内
ニ
も
御
定
書
之
方
江

加
入
可
然
義
者

、
加
入
可
致
」（
前
掲
『
日
記
』
延
享
二
年
九
月
八
日
条
）
と
い
っ
て
い

る
の
も
、
前
述
の
よ
う
に
八
月
十
日
上
呈
の
「
伺
書
」
に
吉
宗
が
「
例
」
の
付
札
を
し
た
項
目
で
あ
っ
て
も
、「
御
定
書
」
下
巻
に
書

き
入
れ
て
然
る
べ
し
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
上
述
の
両
者
の

関
係
を
示
し
て
い
る
。
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以
上
、「
定
書
」
と
「
例
書
」
の
関
係
を
総
括
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
関
係
は
、
一
方
が
他
方
の
存
在
を
排
斥
し
、
否
定
す
る
と
い

う
絶
対
的
な
も
の
同
士
の
対
立
で
は
な
く
、
相
互
に
流
動
的
、
且
つ
補
完
的
な
一
面
を
有
し
、
両
者
相
俟
っ
て
一
個
の
法
体
系
を
構
成

す
る
と
い
う
頗
る
微
妙
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
両
者
の
関
係
に
お
い
て
更
に
注
意
す
べ
き
は
、
両
者
相
俟
っ
て
一
個
の

法
体
系
を
構
成
す
る
と
同
時
に
、
広
義
に
は
「
定
書
」
は
「
例
書
」
を
包
括
し
、「
例
書
」
は
「
定
書
」
の
大
枠
の
中
に
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
例
書
」
が
一
般
に
「
御
定
書
ニ
添・
候・
例
書
」
と
い
わ
れ
て
い
る
名
称
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
吉
宗
が
延
享
二
年
九
月
に
直
接
編
纂
の

を
と
っ
た
「
例
書
」
に
お
け
る
「
例
」
の
配
列
は
、
そ
の
後
の
「
例
書
」
の
編
纂
方
法
と

異
な
っ
て
、「
例
」
の
成
立
年
代
の
順
序
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
御
定
書
」
下
巻
諸
規
定
の
順
序
に
依
拠
し
て
い

る
。
従
っ
て
「
例
書
」
は
、
あ
く
ま
で
「
定
書
」
あ
っ
て
の
「
例
書
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
く
、
た
と
い
そ
の
法
的
効
力
が

「
定
書
」
に
優
先
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、「
定
書
」
の
存
在
を
否
定
し
て
、「
定
書
」
か
ら
自
由
に
分
離
、
独
立
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
こ
の
「
定
書
」
と
「
例
書
」
を
め
ぐ
る
吉
宗
の
発
想
の
基
底
に
は
、
や
は
り
律
令
と
格
式
、
式
目
と

追
加
、
律
と
条
例
等
の
日
本
な
い
し
は
中
国
の
伝
統
的
法
体
系
に
基
づ
く
思
考
が
強
く
働
い
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
伝
統
的

法
体
系
に
属
す
る
上
記
の
法
典
・
法
令
間
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
一
先
ず
前
者
（
律

令
、
式
目
、
律
）
が
原
則
的
規
定
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
基
本
法
典
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
（
格
式
、
追
加
、
条
例
）
は
時

に
よ

り
、
そ
れ
を
修
正
補
充
す
る
副
弐
法
典
な
い
し
は
附
属
法
典
と
し
て
概
括
す
る
こ
と
が
で
き

13
）

よ
う
。「
定
書
」
と
「
例
書
」
の
関
係
も
、

す
で
に
み
て
来
た
よ
う
に
右
の
関
係
に
類
似
す
る
。
ま
た
「
定
書
」
と
「
例
書
」
の
関
係
が
相
互
に
補
完
的
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

「
定
書
」
は
「
例
書
」
を
包
括
し
、「
例
書
」
は
「
定
書
」
の
大
枠
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、「
律
令
」
と
「
格
（
式
）」
の
関
係
に

相
当
す
る
。
何
故
な
ら
ば
「
貞

格
序
」
に
は
、「
格
者
律
令
之
条
流
」
と
あ
り
、
そ
れ
を
敷
衍
し
て
中
世
の
式
目
註
釈
書
に
も
、「
格
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ハ
律
令
ノ
法
ヲ
破
テ
、
又
別
ニ
法
ヲ
立
タ
レ
ト
モ
、
皆
律
令
ノ
枝
葉
末
流
タ
リ
、
本
源
ハ
律
令
ヨ
リ
出

14
）

タ
リ
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

更
に
「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
に
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
法
規
範
が
互
に
流
動
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
式
目
」
と
「
追
加
」
の
関
係

を
想
起
せ
し
め
る
。
即
ち
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
に
制
定
さ
れ
た
「
御
成
敗
式
目
」
の
中
に
、
そ
の
後
「
式
目
」
を
修
正
補
充
す
る

行
法
令
で
あ
る
「
追
加
」
が
編
入
さ
れ
て
現
存
の
「
式
目
」
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う

15
）

事
実
は
、「
式
目
」
と
「
追
加
」
の
関
係
が

状
況
に
よ
っ
て
流
動
す
る
こ
と
を
証
し
、
そ
の
点
で
は
「
定
書
」
と
「
例
書
」
の
関
係
も
同
様
で
あ
る
（
な
お
「
御
定
書
」
下
巻
に
お

け
る
「
例
書
」
は
、「
式
目
」
に
お
け
る
「
追
加
」
に
相
当

16
）

す
る
）。

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
我
々
は
吉
宗
の
描
く
「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
い
う
構
図
が
や
は
り
伝
統
的
法
体
系
の
延
長
線
上
に
位

置
す
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
主
と
し
て
「
例
書
」
の
編
纂
を
通
し
て
、「
公
事
方
御
定
書
」
の
中
に
ひ
そ
む
「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
い
う
法
理
に
つ

い
て
探
っ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
吉
宗
が
こ
の
よ
う
な
法
理
に
基
づ
く
立
法
上
の
構
想
を
抱
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
な
動
機
に
よ
っ
て
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

吉
宗
は
、
す
で
に
紀
州
藩
主
で
あ
っ
た
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）、
父
で
あ
る
二
代
藩
主
光
貞
の
命
に
よ
っ
て
榊
原
篁
洲
の
撰
述
し

た
「
大
明
律
例
諺
解
」
を
そ
の
子
榊
原
霞
洲
や
鳥
井
春
沢
ら
に
補
訂
さ
せ
、
将
軍
職
就
任
後
の
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）、
高
瀬
喜
朴

に
命
じ
て
「
大
明
律
例
譯
義
」
を
上
呈
さ
せ
、
更
に
同
八
年
（
一
七
二
三
）、
荻
生
北
渓
に
『
官
准

刊
行

明
律
』
を
上
梓
さ
せ
て

17
）

い
る
。
こ

の
よ
う
に
吉
宗
は
、
と
り
わ
け
明
律
に
深
い
関
心
を
寄
せ
、
自
ら
も
そ
れ
を
学
習
し
て
、
齢
三
十
歳
の
頃
か
ら
、
そ
の
和
訳
と
校
訂
と
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に
尽
力
し
、
将
来
に
向
け
て
の
明
律
学
普
及
の
為
に
歴
史
に
の
こ
る
大
事
業
を
次
々
と
達
成
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
明
律
に
は
、
周

知
の
よ
う
に
「
問
刑
条
例
」
と
い
う
副
弐
法
典
が
附
属
し
て
い
る
。
こ
の
「
問
刑
条
例
」
に
つ
い
て
、
吉
宗
政
権
の
陰
の
助
言
者
で
も

あ
っ
た
荻
生
徂
徠
は
、
そ
の
著
「
明
律
國
字
解
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
問
刑
と
は
、
刑
に
問
ず
る
と
よ
む
。
罪

人
を
刑
罰
に
申
付
る
こ
と
な
り
。
條
例
は
、
先
例
な
り
。
…
…
刑
罰
は
律
に
て
さ
ば
く
こ
と
な
れ
ど
も
、
こ
れ
を
執
行
て
見
れ
ば
、
律

ば
か
り
に
て
事
足
ら
ぬ
こ
と
あ
り
。
代
々
の
帝
へ
時
々
に
伺
ひ
て
、
勅
定
を
以
て
細
な
る
こ
と
を
ば
代
々
の
仰
付
あ
る
を
書
集
て
、
こ

の
問
刑
條
例
と
し
、
律
に
そ
へ
て
執
行
た
る
な
り
」
と
。
こ
の
徂
徠
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
問
刑
条
例
」
と
は
詮
ず
る
所
、
皇
帝
に
よ

っ
て
選
択
さ
れ
た
刑
事
司
法
上
の
先
例
集
で
あ
り
、
律
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
律
に
そ・
へ・
て・
執
行
」
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一

方
、「
例
書
」
が
や
は
り
将
軍
吉
宗
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
刑
事
司
法
上
の
先
例
集
で
あ
り
、「
御
定
書
」
を
補
充
し
て
、「
御
定
書
ニ

添・
候・
例
書
」
と
呼
ば

18
）

れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
両
者
は
一
は

行
法
令
の
編
纂
物
、
一
は
判
例
を
主
と
す
る
編
纂
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
形

式
上
の
態
様
や
そ
の
生
成
の
過
程
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
法
的
性
格
に
は
軌
を
一
に
す
る
も
の
が
あ
る
。
吉
宗
も
、
若
年
の
頃
か

ら
右
の
明
律
と
問
刑
条
例
と
の
関
係
、
問
刑
条
例
の
法
的
機
能
等
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
吉
宗
が
古
代
律
令
法
や
当
時
の
中
国
律
、
と
り
わ
け
明
律
に
対
し
て
深
い

詣
と
豊
か
な
学
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

想
起
す
れ
ば
、
こ
の
「
定
書
」
と
「
例
書
」
と
い
う
彼
の
立
法
上
の
構
想
が
右
の
伝
統
的
法
体
系
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に

示
唆
を
得
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
吉
宗
の
構
想
の
中
で
「
例
書
」
が
具
体
化

す
る
の
は
、
や
は
り
「
公
事
方
御
定
書
」
編
纂
の
過
程
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
か
っ
て

19
）

前
稿
に
お
い
て
、「
科
条
類
典
」
に
見
え
る
吉
宗

と
「
御
定
書
」
掛
り
三
奉
行
と
の
や
り
と
り
の
中
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
吉
宗
は
「
御
定
書
」
編
纂
の
当
初
か

ら
、
そ
の
下
巻
の
諸
規
定
は
通
常
起
り
得
る
事
犯
に
対
す
る
量
刑
の
判
断
基
準
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
原
則
的
な
規
定
で
あ
り
、
特
殊
、

例
外
的
な
事
犯
、
或
い
は
事
情
の
複
雑
な
事
犯
に
あ
っ
て
は
、「
御
定
書
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
量
刑
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
評
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定
所
一
座
で
臨
時
の
評
議
を
行
い
、
御
仕
置
を
伺
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
も
吉
宗
は
、
そ
の
臨
時
の
評
議
や
伺
の
中
で

後
の
法
運
用
に
と
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
を
「
例
」
に
記
載
す
る
こ
と
を
予
め
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
考
え

が
や
が
て
「
添
候
例
書
」
と
い
う
判
例
集
的
な
副
弐
法
典
の
編
纂
に
結
び
つ
い
て
行
く
も
の
と
思
わ
れ
る
と
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
公

事
方
御
定
書
」
制
定
後
、
そ
の
増
補
修
正
が
行
わ
れ
る
に
伴
っ
て
、
先
ず
「
御
定
書
」
下
巻
の
寺
社
関
係
法
規
を
補
充
す
る
為
に
「
寺

社
方
御
仕
置
例
書
」
が
編
纂
さ
れ
、
こ
こ
に
始
め
て
「
例
書
」
な
る
幕
府
の
公
的
編
纂
物
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
次
い
で
「
御
定

書
」
下
巻
の
、「
寺
社
方
」
以
外
の
一
般
的
法
規
を
補
充
す
る
為
の
「
例
書
」
が
延
享
二
年
八
月
の
「
御
定
書
」
下
巻
の
追
加
伺
を
契

機
と
し
て
編
纂
さ
れ
、
吉
宗
引
退
の
直
前
に
至
っ
て
漸
く
そ
の
第
一
次
編
纂
が
終
了
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
例
書
」
制
定

の
過
程
を
眺
め
る
と
き
、
右
の
二
つ
の
「
例
書
」、
と
り
わ
け
後
者
は
、
吉
宗
政
権
晩
年
の

々
た
る
間
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
感
は

否
め
ず
、
そ
れ
は
恐
ら
く
吉
宗
を
中
心
と
し
て
三
奉
行
が
「
御
定
書
」
下
巻
の
増
補
修
正
に
そ
の
精
力
を
傾
け
、
そ
れ
に
手
間
取
っ
た

為
と
思
わ
れ
る
が
、
吉
宗
の
発
想
の
基
底
に
は
、
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
若
年
の
頃
か
ら
の
律
令
学
、
と
り
わ
け
明
律
に
関
す
る
学

殖
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
後
年
「
例
書
」
を
生
む
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
政
権
引
退
後
の
吉
宗
と
「
御
定
書
」
及
び
「
例
書
」
の
増
補
修
正
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
し
て
擱
筆
す
る
こ
と
と
し
た

い
。
右
の
関
係
に
つ
い
て
、
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
筆
者
は
延
享
二
年
九
月
の
「
御
定
書
」
下
巻
の
第
三
次
改
訂
作
業
、
及
び
「
例

書
」
の
第
一
次
編
纂
作
業
を
最
後
と
し
て
（
但
し
、
そ
れ
に
伴
う
法
文
の
推
敲
、「
御
前
帳
」
等
へ
の
書
き
入
れ
や
関
係
諸
役
人
へ
の

褒
賞
等
の
事
後
処
理
は
別
で
あ
る
が
）、
そ
れ
以
降
の
「
御
定
書
」
の
改
訂
、
及
び
「
例
書
」
の
増
補
に
は
、
吉
宗
は
一
切
関
与
せ
ず
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
次
代
の
家
重
政
権
に
一
任
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
右
に
関
し
て
は
、
確
た
る
証
拠
は
な
い
が
、
吉
宗
は

家
康
、
秀
忠
、
後
の
家
斉
が
将
軍
職
引
退
後
も
大
御
所
と
し
て
政
治
上
の
実
権
を
握
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
引
退
後
の
発
言
力
に
は
疑

わ
し
い
も
の
が
あ
る

20
）

こ
と
、
吉
宗
引
退
の
直
後
に
、
吉
宗
に
よ
っ
て
絶
大
な
信
任
を
受
け
、「
御
定
書
」
御
用
の
最
高
責
任
者
で
も
あ
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っ
た
老
中
松
平
乘
邑
が
罷
免
、
処
罰
さ
れ
た
こ
と
、
吉
宗
引
退
後
の
延
享
三
年
四
月
、「
御
定
書
」
下
巻
の
第
四
次
改
訂
の
際
に
、
か

つ
て
吉
宗
が
強
力
に
主
張
し
て
実
現
し
た
金
銀
公
事
取
捌
日
の
規
定
が
改
変
さ
れ
、「
御
定
書
」
制
定
以
前
の
制
に
戻
さ
れ
た

21
）

こ
と
、

更
に
吉
宗
引
退
後
の
「
例
書
」
の
増
補
に
つ
い
て
は
、「
御
定
書
」
掛
り
三
奉
行
、
及
び
そ
の
配
下
の
評
定
所
留
役
や
支
配
勘
定
に
一

任
さ
れ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る

22
）

こ
と
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
如
上
の
推
測
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

吉
宗
は
延
享
二
年
七
月
七
日
、
引
退
の
内
意
を
披
露
し
て
い
る
が
（『
日
記
』
同
日
条
、
中
巻
四
九
四
頁
）、
そ
の
後
、
吉
宗
は
恐
ら

く
「
御
定
書
」
下
巻
の
改
訂
を
ほ
ぼ
終
了
し
、
且
つ
「
例
書
」
の
編
纂
に
一
応
の
目
途
を
つ
け
て
か
ら
引
退
し
た
い
と
望
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
引
退
後
は
「
御
定
書
」
及
び
「
例
書
」
に
つ
い
て
は
関
与
し
な
い
こ
と
を
予
め
決
断
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
よ
う

に
決
断
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
引
退
直
前
に
至
る
ま
で
死
力
を
尽
し
て
、
そ
の
作
業
に
当
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
吉
宗
は
、
そ
の
作
業
に
精

根
尽
き
果
て
た
後
、
政
権
を
嫡
子
家
重
に
譲
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
延
享
二
年
九
月
の
「
御
定
書
」
へ
の
追
加
中
止
の
言
明
と
そ
の
後
の
増
補
修
正
作
業
の
継
続
と
い
う
事
実

も
、
ほ
ぼ
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
吉
宗
と
し
て
は
、
延
享
二
年
九
月
の
「
御
定
書
」
第
三
次
増
修
作
業
に

よ
っ
て
、「
御
定
書
」
下
巻
の
主
要
な
改
訂
は
ほ
ぼ
終
了
し
た
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
「
御
定
書
」
の
増
補
修
正
は
、

吉
宗
生
存
中
に
お
い
て
も
、
吉
宗
と
は
別
人
格
の
手
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
と
し
た
方
が
前
後
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
但
し
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
や
は
り
疑
問
が
残
る
の
は
、
吉
宗
が
延
享
二
年
九
月
、「
御
定
書
之
事
、
追・
・々

加・
入・
候・
而・
ハ・
限・

り・
も・
無・
之・
候・
間
、
御
定
書
ハ
只
今
迄
之
通
ニ
差
置
可
申
候
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
こ
こ
で
吉
宗
は
、「
御
定
書
」
へ
の

「
加
入
」
の
作
業
は
際
限
の
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
な
ど
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
な
お
後

考
に
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
は
「
御
定
書
」
を
増
補
修
正
す
る
為
の
書
き
入
れ
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
以
前
か
ら
吉
宗
と
三

奉
行
と
の
間
に
は
、
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
大
岡
ら
は
「
別
帳
」
を
作
成
し
て
、
そ
れ
に
ま
と
め
て
記
載
す
る
こ
と

32國學院法學第46巻第1号 (2008)



を
主
張
し
、
一
方
、
吉
宗
は
将
軍
所
持
の
「
御
前
帳
」
等
に
直
接
書
き
入
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
三
奉
行
が
そ
の
書
き
入

れ
を
「
別
帳
」
に
ま
と
め
て
記
載
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
は
、「
御
定
書
」
の
テ
キ
ス
ト
に
そ
れ
を
直
接
書
き
込
む
こ
と
は
、
閲
覧

に
は
便
利
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
作
業
は
困
難
を
極
め
、
そ
の
記
述
も
煩
雑
に
わ
た
る
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
、
吉
宗
は
、
こ
の
三
奉
行
の
請
願
を
却
下
し
、
自
己
の
意
見
を
強
制
し
て
来
た
の
で
あ
る
（『
日
記
』
寛
保
三
年
閏
四
月
八
日
条
、

中
巻
六
一
頁
。
寛
保
四
年
二
月
十
七
日
条
、
中
巻
二
〇
六
頁
）。
そ
う
す
る
と
吉
宗
の
延
享
二
年
九
月
の
前
掲
の
言
は
、
将
軍
と
し
て

の
自
己
の
立
場
を
保
ち
つ
つ
、
一
方
三
奉
行
の

苦
に
対
す
る
配
慮
の
念
か
ら
出
た
吉
宗
一
流
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
果
し
て
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
縷
々
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
晩
年
の
吉
宗
は
、「
御
定
書
」
下
巻
の
改
訂
と
「
例
書
」
の
編
纂
に
そ
の
生
命
を
賭
し
、
恐
ら

く
「
例
書
」
の
編
纂
が
な
け
れ
ば
眞
の
「
御
定
書
」
の
編
纂
は
完
了
し
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
吉
宗
の
直
接
の
手
に
な
る

「
例
書
」
の
編
纂
は
、
ま
さ
に
彼
の
畢
生
の
大
事
業
「
公
事
方
御
定
書
」
編
纂
の
掉
尾
を
飾
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

１
）

例
え
ば
平
松
義
郎
「
徳
川
禁
令
考
別
巻
解
題
」
に
は
、「
公
事
方
御
定
書
の
編
纂
は
、
…
…
将
軍
吉
宗
の
積
極
的
関
与
の
も
と
に
寛
保
二
年
に
業
成

っ
た
。
…
…
こ
れ
を
改
訂
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
本
文
へ
新
条
項
を
追
加
し
、
ま
た
は
本
文
を
改
め
る
こ
と
が
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。
延
享
二
年
に

は
、
追・
加・
は・
別・
書・
に・
記・
し・
、
本
文
は
変
更
し
な
い
こ
と
と
し
、
こ
の
別
書
を
御
定
書
ニ
添
候
例
書
と
名
づ
け
た
。」
と
あ
る
（
傍
点
、
小
林
）。
石
井
良
助

校
訂
『
徳
川
禁
令
考

別
巻
』
昭
和
三
十
六
年
、
創
文
社
刊
、
五
頁
。

２
）

藪
利
和
「「
公
事
方
御
定
書
下
巻
」
の
改
廃
に
つ
い
て

一
）」『
法
学
』
四
三
巻
二
号
、
昭
和
五
十
四
年
刊
。

３
）

林
紀
昭
「「
御
定
書
ニ
添
候
例
書
」
成
書
試
論
」『
法
と
政
治
』
五
一
巻
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
刊
。
高
塩
博
「「
公
事
方
御
定
書
」
管
見－

流
布
の
端

緒
お
よ
び
「
例
書
」
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て－

」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
一
輯
、
平
成
十
五
年
刊
。

４
）

林
前
掲
論
文
「
二

科
条
類
典
附
録
の
分
析
」
五
二
頁
以
下
。

５
）
『
大
岡
日
記
』
延
享
二
年
九
月
八
日
条
に
は
、「
御
下
知
書
之
品
、
書
加
可
申
候
」
と
あ
る
。
中
巻
五
二
四
頁
。
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６
）

林
前
掲
論
文
で
は
、
吉
宗
の
言
に
あ
る
「
書
つ
ゝ
け
か
た
き
事
」
を
「
条
文
体
で
は
表
現
し
が
た
い
意
か
」
と
解
す
る
（
五
九
頁
）。
従
う
べ
き
見

解
で
あ
ろ
う
。
な
お
延
享
二
年
八
月
の
吉
宗
に
よ
る
「
御
下
ケ
札
」
に
も
、「
例
ニ
ハ
引
用
可
申
候
得
共
、
条・
目・
ニ・
其・
意・
味・
・

書・
取・
、
却
而

紛
敷
候
間
、

此
ケ
条
一
向
可
除
」
と
あ
る
。
前
掲
『
徳
川
禁
令
考

後
集
第
四
』
一
三
四
頁
。

７
）

林
前
掲
論
文
五
七
・
六
一
頁
。

８
）

高
塩
博
「
延
享
元
年
増
修
の
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
に
つ
い
て－

史
料
篇－

」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
七
輯
、
平
成
十
八
年

刊
、
二
三
二
・
二
三
三
頁
。

９
）

例
え
ば
「
御
定
書
」
下
巻
の
第
八
十
九
条
「
無
宿
片
付
之
事
」
の
第
一
項
「
一
可
相
渡
筋
有
之
者

引
取
人
呼
出
、
可
相
渡
」（「
従
前
々
之
例
」）

は
、
享
保
十
年
の
町
触
か
ら
立
法
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
『
徳
川
禁
令
考

後
集
第
四
』
一
六
八
頁
。

10
）

な
お
明
律
の
問
刑
条
例
、
清
律
の
条
例
も
、
一
つ
書
き
の
条
文
体
を
と
る
。

11
）

藪
利
和
「「
御
定
書
ニ
添
候
例
書
」
の
機
能
に
つ
い
て
」『
法
学
』
四
八
巻
六
号
、
昭
和
六
十
年
刊
。

12
）

拙
稿
「「
寺
社
方
御
仕
置
例
書
」
の
成
立－

『
大
岡
忠
相
日
記
』
を
素
材
と
し
て－

」『
國
學
院
法
學
』
四
五
巻
三
号
、
二
〇
〇
七
年
刊
。

13
）

明
清
律
と
（
問
刑
）
条
例
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
滋
賀
秀
三
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
問
刑
条
例
は
一
度
成
立
し
た
後
も
改
修
を
繰
り
返

し
、
不
変
の
律
を
補
っ
て
、
時

に
応
じ
た
法
の
変
動
と
緻
密
化
を
担
う
主
役
と
し
て
機
能
し
、
清
代
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
行
く
。」「
問
刑
条
例
と
清
代

の
条
例
は
、
律
を
基
本
法
典
と
し
て
こ
れ
に
付
属
す
る
副
次
法
典
で
あ
っ
た
と
性
格
規
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。」「
法
典
編
纂
の
歴
史
」『
中
国
法
制
史

論
集－

法
典
と
刑
罰－

』
二
〇
〇
三
年
、
創
文
社
刊
、
二
三
九
・
二
四
一
・
二
四
二
頁
。
律
令
と
格
式
、
式
目
と
追
加
、
定
書
と
例
書
の
関
係
を
考
察
す

る
に
当
っ
て
も
参
照
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

14
）

清
原
宣
賢
「
式
目
抄
」、
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集

別
巻
御
成
敗
式
目

註
釋
書
集
要
』
一
九
七
八
年
、
岩
波
書
店
刊
、
五
五
二
頁
。

15
）

佐
藤
進
一
氏
は
、
現
存
の
「
御
成
敗
式
目
」
の
第
三
十
六
条
以
下
は
、
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
以
降
に
「
式
目
」
に
編
入
さ
れ
た
追
加
法
で
あ
る

と
さ
れ
る
。「
御
成
敗
式
目
の
原
形
に
つ
い
て
」『
中
世
史
論
集
』
一
九
九
〇
年
、
岩
波
書
店
刊
、
三
〇
五
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
長
又
高
夫
氏
は
、
追
加

法
が
編
入
さ
れ
て
い
る
の
は
「
式
目
」
全
五
十
一
箇
条
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
十
六
条
以
下
に
限
定
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。「「
御
成
敗
式

目
」
の
条
文
構
成
に
つ
い
て
」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
四
輯
、
平
成
十
六
年
刊
。
こ
の
よ
う
に
両
氏
の
見
解
に
は
相
違
が
あ
る
が
、

現
存
の
「
御
成
敗
式
目
」
が
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
制
定
時
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
も
の
で
は
な
く
、
制
定
後
に
追
加
法
の
中
か
ら
、
そ
の
当

時
、
基
本
法
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
取
捨
選
択
し
た
上
で
、「
式
目
」
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
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16
）

御
成
敗
式
目
」
の
「
追
加
」
と
は
、「
式
目
」
を
修
正
補
充
す
る
為
に
臨
時
に
発
布
さ
れ
た

行
法
令
を
い
う
。
そ
の
場
合
、「
式
目
」
本
体
は
、

そ
の
ま
ま
に
し
て
変
更
し
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。（
但
し
発
布
さ
れ
た
「
追
加
」
を
以
て
、
そ
の
後
、「
式
目
」
本
体
を
変
更
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。）

こ
れ
に
対
し
、「
御
定
書
」
下
巻
の
「
追
加
」
と
は
、
寛
保
二
年
四
月
の
「
御
定
書
」
制
定
時
の
テ
キ
ス
ト
に
、
そ
の
後
、
新
し
く
書
き
加
え
ら
れ
た
条

文
、
条
項
、
及
び
但
書
等
の
法
文
を
い
う
。
ま
た
「
御
定
書
ニ
添
候
例
書
」
中
の
「
例
」
と
は
、「
御
定
書
」
本
体
は
変
更
せ
ず
に
「
御
定
書
」
を
修
正

補
充
す
る
判
例
、
も
し
く
は
法
令
を
い
う
。
従
っ
て
「
御
定
書
」
に
お
け
る
「
追
加
」
は
、「
式
目
」
に
お
け
る
「
追
加
」
に
相
当
せ
ず
、
む
し
ろ
「
例

書
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
な
お
三
浦
周
行
氏
も
、「
例
書
」
は
「
式
目
」
の
「
追
加
」
に
相
当
す
る
と
さ
れ
る
。「
法
制
史
概
論
」『
法
制
史
の
研
究
』

大
正
八
年
、
岩
波
書
店
刊
、
六
一
頁
。

17
）

吉
宗
の
古
代
律
令
法
や
明
律
等
の
中
国
法
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
高
塩
博
「
荷
田
春
満
の
律
令
研
究
」
の
「
四

徳
川
吉
宗
と
律
令
研
究
」、

新
編
荷
田
春
満
全
集
編
集
委
員
会
編
『
新
編
荷
田
春
満
全
集

第
九
巻
』
平
成
十
九
年
、
お
う
ふ
う
刊
、
四
五
八
頁
以
下
参
照
。

18
）

例
書
」
が
一
般
に
「
御
定
書
ニ
添
候
例
書
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
何
時
頃
か
、
そ
れ
を
詳
か
に
し
得
な
い
が
、
明
和
四
年
（
一
七
六

七
）
五
月
の
土
井
大
炊
頭
ら
三
奉
行
の
留
書
に
「
例
書
」
を
指
し
て
、
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
か
ら
（「
徳
川
禁
令
考
後
集
首
巻

提
要
」
前
掲
『
徳

川
禁
令
考

後
集
第
一
』
三
三
頁
）、
恐
ら
く
吉
宗
に
よ
る
「
例
書
」
編
纂
の
終
了
直
後
か
ら
幕
府
評
定
所
で
は
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
「
附
録
」
の
「
壹
」
に
も
、「
例
書
」
を
「
御・
定・
書・
ニ・
添・
置・
可
申
候
」
と
あ
る
。

19
）

拙
稿
「
徳
川
吉
宗
の
立
法
技
術－

律
令
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
導
入
に
寄
せ
て－

」『
法
史
学
研
究
会
々
報
』
一
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
刊
、
一
四
頁
以
下
。

20
）

辻
達
也
『
徳
川
吉
宗
』
昭
和
三
十
三
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
、
二
〇
六
頁
。

21
）

御
定
書
」
下
巻
（「
棠
蔭
秘
鑑
」
所
収
）
の
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
。
茎
田
佳
寿
子
『
江
戸
幕
府
法
の
研
究
』
の
「
第
三
章

吉
宗

退
と
法

令
・
法
典
編
纂
事
業
」
昭
和
五
十
五
年
、
嚴
南
堂
書
店
刊
、
一
二
〇
頁
以
下
。

22
）

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
四
月
の
「
御
定
書
」
御
用
掛
、
土
山
藤
右
衛
門
ら
五
名
に
よ
る
「
伺
書
」
中
の
「
朱
書
」（「
徳
川
禁
令
考
後
集
首
巻

提

要
」
前
掲
書
二
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
「
例
帳
」
の
増
補
は
、
幕
府
評
定
所
の
確
定
判
決
の
中
か
ら
特
別
の
も
の
を
「
御
定
書
」
掛
り
三
奉
行
配
下

の
評
定
所
留
役
や
支
配
勘
定
が
書
き
抜
き
、
そ
れ
を
三
奉
行
の
評
議
に
か
け
て
決
定
し
て
「
例
書
」
に
組
み
入
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、「
右
御
組
入
之
儀
、

御
伺
者
無
御
座
候
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
慣
行
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
四
月
の
第
二
次
「
例
書
」
編
纂
の
際
に
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
述
べ
た
「
例
書
」
の
第
一
次
編
纂
と
第
二
次
編
纂
と
で
、「
例
」
の
配
列
の
基
準
が
異
な
る
と
い
う
事
実
も
、
そ
れ
を

裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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〔
付
記
〕注

12
）に
掲
げ
た
拙
稿
に
お
い
て
、「
以
上
の
外
、「
公
事
方
御
定
書
」
に
は
、
明
文
規
定
は
な
い
が
、
僧
侶
・
神
職
の
殺
人
、
強
盗
等
の
重
罪
に
関
し

て
は
、
幕
府
の
裁
判
権
が
直
ち
に
行
使
さ
れ
た
云
々
」（
一
九
頁
）
と
記
し
た
が
、「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
第
七
十
一
条
「
人
殺

疵
附
等
御
仕
置
之

事
」
の
追
加
条
項
に
、「
一
同
宿
躰
之
僧
、
人
を
殺
、
或
疵
付
候
科
、
俗
人
ニ
替
リ
無
之
、
但
、
寺
持
は
一
等
重
ク
可
相
伺
」（「
棠
蔭
秘
鑑
」）
と
あ
る
の

で
、
前
掲
文
は
こ
れ
を
削
除
し
、
こ
こ
に
訂
正
す
る
。
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